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（（１１））計計画画策策定定にに至至るるままででのの経経緯緯  

会津美里町は、平成 17年 10 月１日に会津高田町、会津本郷町、新鶴村が合

併し誕生しました。 

本町のまちづくりの総合的な指針となる総合計画として位置づけられる会津美

里町振興計画（以下「本計画」。）は、３町村が合併し誕生した“会津美里町”と

して、住む人・働く人・訪れる人みんなに笑顔とやすらぎをもたらすまちづくり

を目指し、町の現況と課題などを踏まえて策定するものです。 

なお、本計画は、会津高田町・会津本郷町・新鶴村合併協議会において平成15

年６月に実施した住民意向調査や地区説明会での意見などを踏まえて、平成 16

年７月に策定した「会津美里町まちづくり計画」に基づき策定を行います。 

 

（（２２））計計画画策策定定のの目目的的  

昨今の社会経済環境は、経済低迷の長期化、少子高齢化の一層の進展、地方分

権や三位一体改革の推進など、大きな変革期を迎えており、こうした時代背景を

的確に捉えつつ、様々な課題に取り組むことが求められています。 

平成 17年 10 月１日に誕生した会津美里町では、今後のまちづくりの基本的

な方向性を定めることが必要となっており、ここに様々な課題に対応し、戦略性

を持った行政運営の基本方針となる「会津美里町第一次振興計画」を策定します。 

 

（（３３））計計画画のの性性格格  

本計画は、本町の最上位計画として位置付けられるものであり、本町の将来像

などを定めるとともに、これを達成するために推進すべき取り組みの方向を示す

ものです。 

わが国を取り巻く社会・経済環境は常に大きく変化しており、これからの町の

あるべき姿を描くためには、その変化の中で社会全体がどのような方向に向かっ

ているのか、また、これからの時代に求められる視点はどのようなものなのかを

的確に捉える必要があります。 

よって本計画は、町の現況やまちづくりの課題、住民意向とともに、近年の時

代潮流を踏まえて策定します。 

Ⅰ．計画策定の趣旨 
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（（４４））計計画画のの構構成成  

会津美里町第一次振興計画は、「基本構想」、「基本計画」から構成されます。 

 

① 基本構想 

基本構想は、まちづくりの理念や将来像と、それらを実現するための施策の

大綱を示すもので、基本計画の基礎となるものです。計画期間は、平成18年

度を初年度として、平成22年度までの５年間です。 

 

② 基本計画 

基本計画は、基本構想に示した施策の大綱に基づき、具体的な施策展開の方

向と達成すべき施策目標（指標）を定めるものです。計画期間は、平成18年

度を初年度として、平成22年度までの５年間です。 
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（（１１））地地方方分分権権とと独独自自のの地地域域づづくくりり  

～～地地域域力力がが問問わわれれるる社社会会～～  

 

地方分権とは、国と地方（県・市町村）との関係や役割分担の改革のことです。

今やそれぞれの自治体が自らの責任と判断によって自らの未来を決めていく時代

が到来しています。 

したがって、これからの自治体には、住民の参画を基本に関係者の総力を結集

して進むべき方向を定め、具体的な施策を実行することのできる“力量”が強く

求められることになります。 

時代とともに住民の価値観やライフスタイル※は一層多様化、高度化するとと

もに、社会活動に対する住民意識や活動が変化し、住民がまちづくりなどの社会

活動に主体的に係わる意識・活動が広がっています。 

また、成熟した社会を迎えて、これまでの画一的なまちづくりから、地域の文

化や風土を見つめ直すまちづくりへと転換しつつあります。 

住民と行政がパートナーシップ※の理念のもとに、それぞれが自立し適切な役

割分担と連携に基づき、地域の特性を活かしたまちづくりが進められています。 

 
※ライフスタイル 

生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 

※パートナーシップ 

協力関係。共同。提携。 

 

（（２２））加加速速すするる少少子子・・高高齢齢社社会会へへのの対対応応  

～～家家族族やや世世帯帯、、地地域域ののあありり方方をを見見つつめめ直直すす社社会会～～  

  

わが国の総人口は、出生率の低下などによる少子化を背景として急速に伸びが

鈍化しています。国の推計によれば、2006年をピークとして総人口が減少に転

じるものと予測されています。一方、生活環境の向上や医療技術の進歩等によっ

て寿命は伸び、高齢化は一層進行するものと見込まれています。 

少子・高齢化の急速な進行は、社会経済のあり方に大きな影響を及ぼし、特に、

保健・医療・福祉といった分野での行政の役割や負担がますます大きくなること

が予想されます。このため、それらに対応した行財政力の強化や、専門的で高度

なサービスを安定的に提供できる体制づくりが急務となっています。 

 

 

Ⅱ．時代の潮流 
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（（３３））環環境境問問題題のの深深刻刻化化  

～～環環境境へへのの負負荷荷のの少少なないい資資源源循循環環型型のの社社会会～～  

 

地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などといった地球規模の問題から、省エ

ネルギーやごみ処理などの身近な問題にいたるまで、環境問題は深刻化の一途を

辿っており、それにつれて人々の環境問題の関心も高まっています。 

環境問題の多くは、一人一人の日常生活がもたらす環境への負荷によるところ

が大きく、将来の世代に良好な地球環境を引き継ぐためには、今後も、資源リサ

イクルなどの個人の取り組みとともに、社会全体として環境保全や環境への負荷

の少ない循環型社会を構築していく必要があります。 

 

 

（（４４））安安心心・・安安全全へへのの再再認認識識  

～～防防災災、、防防犯犯、、安安全全性性ななどどにに配配慮慮さされれたた社社会会～～  

  

阪神・淡路大震災以後も、平成 16 年には新潟県中越地震や新潟・福島豪雨な

ど、住民の生命・生活を脅かす災害が頻発しており、住民の防災への関心は一層

高まっています。このため、洪水や土砂災害への対応や、木造密集市街地での防

災性の向上をはじめ都市の安全性の確保がさらに重要となっています。 

また、犯罪に対する不安感の増大、青少年犯罪の増加などを背景として、犯罪

を未然に防ぐ「防犯」に対する認識も強くなっています。さらに、日常の交通安

全やユニバーサルデザイン※の普及など、日常生活の安全性や安心感の確保も重

要な視点として考えられています。 

 
※ユニバーサルデザイン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの

人が利用可能であるようにデザインすること。 
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（（５５））高高度度情情報報化化・・国国際際化化社社会会へへのの対対応応  

～～人人、、もものの、、情情報報、、文文化化がが活活発発にに交交流流すするる社社会会～～  

  

交通網や情報通信網が発達し、時間と距離の制約が克服される中で、経済活動

をはじめ、人、もの、情報、文化などの交流がますます活発化し、さまざまな分

野で世界的な標準化（グローバル・スタンダード）が進んでいます。 

なかでも、急速な技術革新を背景とした情報通信分野の発展は目覚しく、イン

ターネット※をはじめとする情報ネットワークの拡大、ＩＴ※の進展などは著しく、

それに伴い、居住・労働・学習の選択の幅が広がるなど、社会のさまざまな分野

に浸透し、地域の経済活動や生活様式のあり方に大きな影響を与えています。 

その一方で、情報技術の能力や機器を持つ人と、持たない人との間に格差が生

じており、誰もが等しく利便性を享受できる社会の形成が求められています。 

 
※インターネット 

個々のコンピューター通信ネットワークを相互に結んで、世界的規模で電子メールやデータベースなどの

サービスを行えるようにした、ネットワークの集合体。 

※ＩＴ 

information technology（情報技術）の略。 

 

 

（（６６））国国・・地地方方のの財財政政状状況況のの悪悪化化  

～～効効率率的的なな行行財財政政運運営営～～  

  

わが国の財政は極めて厳しい状況にあり、経済状況の低迷に伴う税収の落ち込

みや、経済対策に伴う国債の大量発行などによって、巨額の借金を抱えるに至っ

ています。 

このような危機的状況を立て直すため、国は三位一体の改革※を進めており、

全国の自治体の財政を支える地方交付税制度も大きな変革期に入っています。こ

のため、国からの交付金や補助金などの歳入が減少しており、より効率的で無駄

のない体制づくりが求められています。 

 
※三位一体の改革 

地方財政の改革において「補助金の削減・地方交付税の改革・税源の移譲」を同時に進めようとする考

え方。地方財政のスリム化と地方自治体の裁量権拡大を、同時にめざすもの。 
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町の地域特性・地域資源は次のとおりまとめられ、長所を伸ばすという視点に立っ

て、これらをまちづくりに生かします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．明日に生かす町の特性 

森林に囲まれた山間部

と肥沃な土壌の扇状地

からなり、自然の生態

系をまるごと包含する

水と緑の環境・景観を

誇るまち 

本町は、博士山や大高森山などの緑豊かな

森林に囲まれた山間部と肥沃な土壌の扇状

地からなり、その中を良好な水質の阿賀川

（大川）や宮川などの数本の河川が貫流し、

これらは自然の生態系をまるごと包含する

という環境特性を誇ります。 

由緒ある歴史・文化資

源を保有し、観光・交

流を進める情報発信の

まち 

特性２ 本町には、会津の総鎮守・会津文化発祥の

地として名高い伊佐須美神社をはじめ、法用

寺、龍興寺、向羽黒山城跡、中田観音、田子

薬師堂などわが国を代表する由緒ある歴

史・文化資源が数多くあります。また、隣接

する下郷町には大内宿があり、会津の歴史・

文化を伝える資源が息づいています。 

これらの歴史・文化資源に、年間140万

人を超える観光客が訪れています。 

高い生産性を誇る農業

をはじめ、バランスの

とれた産業構造を有す

るまち 

特性３ 本町は、良質な米の一大生産地であり、新

宮川ダムの有効利用により生産性の向上を

図ります。近年では加工米事業ものびてお

り、外食産業への販路拡大が期待されます。

また、野菜、果実、花きなどの他に全国一の

栽培面積を誇る薬用人参など高い生産性の

農業が営まれています。さらに、東北有数の

窯業産地で現在18の窯元があります。 

特性１ 
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人づくりを重視し、郷

土愛を育む人間尊重の

まち 

特性４ 
本町には、学校教育をはじめ、伝統芸能や

祭りなどの活動も活発であり、古くから教育

や伝統を受け継ぐ熱心な土地柄にあります。

こうした教育や活用によって育まれた郷土

を愛する心は、優れた財産の一つです。 

住民の参画によるまち

づくり、協働のまちづ

くりを進める住民主導

のまち 

特性５ 
町内それぞれの地域において、活発な地域

自治活動が展開され、密接なコミュニティが

形成されており、住民懇談会の開催や広報広

聴活動などとも連携して、住民主導のまちづ

くりの基礎となっています。 

 

由緒ある歴史・文化資

源を保有し、観光・交

流を進める情報発信の

まち 

特性２  

人づくりを重視し、郷

土愛を育む人間尊重の

まち 

特性４ 

 

住民の参画によるまち

づくり、協働のまちづ

くりを進める住民主導

のまち 

特性５ 
 

森林に囲まれた山間部

と肥沃な土壌の扇状地

からなり、自然の生態

系をまるごと包含する

水と緑の環境・景観を

誇るまち 

特性１ 

 

高い生産性を誇る農業

をはじめ、バランスの

とれた産業構造を有す

るまち 

特性３ 
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（（１１））自自然然環環境境  

本町は福島県西半分を占める会津地域のほぼ中央に位置し、県庁所在地の福島

市には直線距離で約 65km、会津地域の中心都市である会津若松市には約８km

の距離にあります。本町の土地利用は、豊かな自然環境を有する森林に囲まれた

山間部と、肥沃な土壌の平野部からなり、総面積は276.37 k㎡、県全体の2.01％

にあたります。 

住む人にも、本町を訪れる人にとっても、これらの豊かな自然環境・景観は大

きな魅力となっており、かけがえのない財産です。 

地球環境の保全や循環型社会の形成等の社会的要請への対応を図るため、あら

ゆる分野で本町が誇る自然環境・景観と共生するまちづくりを進めるとともに、

災害にも強い安全なまちづくりを一体的に推進し、快適でやすらぎのある暮らし

が実感でき、住みたくなる居住環境づくりの構築が必要です。 

 

 

（（２２））産産業業振振興興  

本町の基幹産業である農業は、稲作を中心に野菜、果樹、工芸作物などを取り

入れた複合経営が盛んに行われていますが、他産業同様に高齢化、後継者不足な

どの問題を抱えています。 

本町には伊佐須美神社、会津本郷焼などの多くの観光資源があり、またその周

辺には大内宿など通年的な観光地があることから、広域連携とともに、豊かな自

然・農作物を活かした他産業との連携による観光振興が一層必要となっています。 

停滞傾向にある地域経済の活性化と雇用の場の創出、体験型・参加型の特色あ

る観光等を見据え、町の特性・資源を最大限に生かし、より多くの人々が訪れ活

力が増す観光交流機能の拡充ともに、高齢化社会に即した農業の維持・発展を柱

に林業、商業、工業に至るまで、地域に密着した柔軟な支援策を一体的に推進し、

競争力の高い産業構造をつくり出していく必要があります。 

Ⅳ．まちづくりの発展課題 
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（（３３））少少子子高高齢齢化化  

平成 12年の国勢調査によると、本町の老年人口比率（65歳以上人口の比率）

は27.6％と県平均の 20.3％や全国平均の 17.3％を上回り、平成17年 10月

の住民基本台帳人口に基づく老年人口比率は 29.3％に達しており、高齢社会と

なっています。また、年少人口（14 歳以下人口）が平成 12 年で 4,032 人

（15.4％）と少子化の傾向が進んでいます。 

今後とも高齢化の進行が予想されることから、介護予防の観点からも、高齢者

の健康づくり事業の推進は極めて重要です。また、児童福祉においては、さらに

核家族化や女性の社会進出増加など状況が変化する中、地域ぐるみの子育て支援

や保育内容の一層の充実が求められています。 

このような国や福島県を上回る勢いで進んでいる少子・高齢化と、これに伴う

住民の保健・医療・福祉のニーズへの高まりに対応するため、子どもから高齢者

までが健やかに安心して住むことができる、地域ぐるみの福祉体制づくりをはじ

め、住み慣れた地域で助け合い支え合いながら共に生きることができる地域社会

づくりを進めていく必要があります。 

 

 

（（４４））教教育育文文化化  

少子化の進行や家庭の教育機能の低下のなかで、人間形成の基礎を培う幼児教

育の充実がますます重要性を増してきていることから、幼稚園教育の内容充実、

幼稚園・保育所の総合施設化へ向けた取り組みなどが必要となっています。また、

国際化、情報化が進展するなか、学校教育においては社会情勢に対応し、個性を

育て創造力を養う場としてゆとりのある教育が求められています。さらに、近年

のいじめ・不登校などの増加や青少年犯罪の凶悪化・低年齢化傾向を踏まえ、心

の教育や相談も重要視されています。 

町内では、社会教育施設や体育施設、公民館を中心に数多くの生涯学習活動、

スポーツ活動などが盛んに行われていますが、今後も生涯学習の内容の充実と、

施設の充実を図っていくことが求められています。 

また、未来の本町のまちづくりを担う心豊かで創造性あふれる人材の育成と、

そのための生涯にわたる生きがいづくりの場や機会の拡充、貴重な歴史文化の継

承や文化性の向上を図るため、教育・文化・スポーツ資源を活用、拡充させて、

多様な学習・芸術・文化・スポーツ・交流環境づくりや、歴史文化資源の保存・

活用、内外への情報発信をより一層進めていく必要があります。 
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（（５５））生生活活基基盤盤  

本町は豊かな自然環境に恵まれていますが、生活水準の向上に伴い、生活雑排

水による水質汚濁やごみの排出量の増加が進んでおり、早急な対応が求められて

います。 

また、住民が安全で安心できる生活を営めるよう、高齢者や障害者などに配慮

した施設整備や交通網の整備、さらには会津若松市に医療機関が集中している現

況を踏まえた広域的な医療ネットワークの構築と救急医療体制の充実が求められ

ています。 

安全・安心できる生活環境を形成する上で必要な、洪水や地震、大雪などによ

る自然災害への対応も求められます。 

会津地方全体の地域構造の変化や高齢者の日常生活における移動手段の確保、

公共空間のバリアフリー化※なども視野に入れた、より大きな視点からの町の発

展基盤づくりのため、環境と共生する魅力ある市街地環境の創造、定住基盤とな

る住宅・宅地の整備、利便性の高い道路・交通・情報ネットワークの整備、防災

対策の充実など、高度なまちの基盤づくりを進めていく必要があります。 

 

 
※バリアフリー化 

段差など障害者や高齢者が生活する上での障害（バリア）を取り除くこと。 

 

 

（（６６））住住民民参参画画・・協協働働  

平成 17年 10 月１日に合併した本町は、これまでも人的交流や施策連携など

はありましたが、これからは１つの町として、住民がまちづくりの目標を共有し、

住民相互の連携のもと住民が主体的に関わり、行政との協働により進めるまちづ

くりは、これからの課題です。 

地方分権時代の中で、厳しい財政状況を考慮しつつ住民の参画と協働によるま

ちづくりが進められるよう、また、各地域の実情に応じた個性豊かな地域づくり

が一層進められるよう、旧町村の枠を越えて住民や住民団体・企業等と行政との

パートナーシップを強化していくとともに、地域コミュニティの育成・支援を推

進し、本町らしい自立したまちづくりを進めていく必要があります。 
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「まちづくりの基本方向」は、本町の特性や課題などを踏まえて、「まちづくりの将

来像」や「施策の大綱」を導くための、本町のまちづくりに共通した基本的な考え方

を示したものです。 

 

基本方向１ 「清流と文化」を発信する創造のまちづくり 

本町ならではの阿賀川や宮川などの清流に代表される自然環境と、そ

れによって育まれた農業に代表される産業、会津地方の歴史・文化を今

に伝える資源などの地域特性を生かして、その魅力を国内外へ情報発信

し、世界に誇れる個性を有したまちづくりを進めます。 

 

基本方向２ 「人と環境」を重視するやさしいまちづくり 

住民一人ひとりの個性を尊重した、ゆとりと安らぎのある暮らし優先

の人にやさしいまちづくりを進めるとともに、スケールの大きい自然条

件を生かして、住民の生命や財産を脅かす災害の防止に配慮しながら、

環境と共生する健康的で住みやすいまちづくりを進めます。 

 

基本方向３ 「自立できる自治体経営」を基本とした自立できるまちづくり 

地方分権の時代のもとで、住民と行政の協働によるまちづくりをあら

ゆる分野において追求するにあたり、行政内部においては、政策立案能

力の向上及び組織・機構の見直しや効率的な財政運営を行い、厳しい財

政事情を考慮しつつ、自主財源の確保・拡充と経費の節減合理化に努め

て、最小の経費で最大の効果を出す「自立できる自治体経営」を基本に、

自立できるまちづくりを進めます。 

 

基本方向４ 「参画と協働」を尊重する地域主権のまちづくり 

あらゆる場面で住民の参画と行政とが協力し合う機会をつくり、住民

と行政の協働による行政施策の推進を図ることで、住民、行政職員の一

人ひとりが、住民と行政が主体的に参画する意識を持ち、まちづくりを

担い、支えているという誇りと満足を感じることができる、地域主導の

まちづくりを進めます。 

 

Ⅰ．まちづくりの基本方向 
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会津文化の源流 

人が輝き 夢が広がる 環境共生のまち 

 

○会津文化の源流  

多彩な住民活動が活力を呼び起こし、保存する資源、水と緑な

ど豊富な自然や伝統文化を活用して全国へ情報発信するまち 

○人が輝き      

個性を大切にし、子どもから高齢者まで一人ひとりが尊重され

るまち 

○夢が広がる    

参画と協働によって、新しい発展をとげるとともに人材を育成

するまち 

○環境共生     

すべての分野にわたって人と環境にやさしいまち 

 

 

 

 

 

 

町の将来像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町は、緑豊かな森林やそれを源とする清流・阿賀川や宮川、長い歳月によっ

て築き上げられた田園風景など美しく豊かな自然に恵まれおり、会津若松市に隣

接し、直通で首都圏と結ぶ鉄道駅に近接しているなど、都市との交流や緑に包ま

れた定住地、やすらぎの場として自然的・地理的優位性を有しています。また、

磐越自動車道のスマートインターチェンジ※の整備を進めており、新たな発展の可

能性も高まっています。 

さらに、伊佐須美神社や会津本郷焼など多くの歴史・文化資源や、野菜、果実、

花卉などに代表される高い生産性を誇る農作物に恵まれています。 

こうした“会津文化の源流”としての特性を最大限に活かしながら、個性的な

観光・レクリエーション機能の創造、地域の生活機能の充実、地域相互や広域的

な連携の推進、農林業をはじめ地域産業の育成、福祉・子育て施策や定住対策の

充実などを、住民と行政との協働のもとそれぞれが主体的に取り組むことによる

“人が輝き”、そして住む人や働く人の“夢が広がる”、生活しやすく魅力的な人

と環境にやさしい“環境共生”の会津美里町のまちづくりをめざします。 

 
※スマートインターチェンジ 

Ⅱ．まちづくりの将来像 

ＥＴＣ技術を活用した自動料金収受方式により、料金所の無人化、分散化を可能としたインターチェンジ。
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（（１１））人人口口フフレレーームム  

合併以前の３町村の人口は減少傾向にあり、平成 17 年度以降も減少し続ける

ことが予想されます。 

少子高齢化が確実に進展する中にあって、今後大幅な人口増加を遂げることは

容易なことではなくなっていますが、健全な経済活動や行政運営を進めるうえで

は、適正な人口を維持していくことは不可欠であります。また、激しい地域間競

争の中で、個性的で魅力的な施策を講ずることで本町として適正な人口を維持し

ていかなければなりません。 

そのため、これまでの推移から予測される将来人口を踏まえつつ、今後の施策

展開による期待も含めた目標人口を設定します。 

 

①総人口 

国勢調査によると本町の人口は、平成７年から平成12年にかけて3.2％の

減少、平成12年から平成17年（速報値）にかけて5.5％の減少となってお

り、減少幅が拡大傾向にあります。 

今後、各種施策を講じることで定住人口の確保に努め、平成22年までの人

口減少幅を、平成12年から平成17年の人口減少幅▲5.5％の半分約▲2.5％

に縮小し、平成22年に約24,100人を見込みます。 

 

②世帯数 

国勢調査によると本町の世帯数は、平成７年から平成12年にかけて3.7％

の増加でしたが、平成12年から平成17年（速報値）にかけて1.7％の減少

となりました。 

今後、世帯数の減少に歯止めるため新たな宅地の整備、定住施策などを実施

し、平成22年に世帯数約7,000世帯を見込みます（3.42人/世帯）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．将来フレーム 
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※平成 17 年の人口、世帯数は国勢調査速報値 

 

 

③年齢区分別人口 

合併以前の３町村合計の年齢区分別の特徴をみると、全国的な傾向と同じく

少子高齢化が進行しており、今後もこの傾向は続くことが予想されます。 

年少人口については、人口の減少傾向が続いており、少子化対策を講じるこ

とで減少幅の緩和を目指し、平成22年 3,200人を見込みます。 

生産年齢人口についても人口の減少傾向が続いており、平成22年までに産

業・居住施策などの様々な対策を講じることで割合を維持し、13,900人を見

込みます。 

老年人口については、コーホート変化率法※による推計でも減少が見込まれ

ています。今後、定年世代のＵターン定住や福祉施策の充実により、平成 22

年 7,000人を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コーホート変化率法 

 将来人口の推計方法。 

基準年と 5 年後の 2 ケ年の 5歳階級別人口を用いてその変化率を求め、将来に当てはめる。 

   

 

平成２年平成７年平成12年平成17年平成22年
総数（人） 27,211 27,038 26,172 24,741 約24,100
増減率（％） -0.6% -3.2% -5.5% -2.5%
総数（世帯） 6,591 6,840 7,092 6,969 約7,000
増減率（％） 3.8% 3.7% -1.7% 0.5%

4.13 3.95 3.69 3.55 約3.44
伸び率 0.96 0.93 0.96 0.97

世帯数

一世帯当たり人数

人口

平成7年 平成12年 平成22年
27,038 26,172 24,100
4,666 4,032 3,200

割合 17.3% 15.4% 13.3%
割合増減 ▲1.9 ▲2.1

15,879 14,919 13,900
割合 58.7% 57.0% 57.7%

割合増減 ▲1.7 0.7
6,493 7,221 7,000

割合 24.0% 27.6% 29.0%
割合増減 3.6 1.4

老年人口
（65歳以上）

人口総数（人）

年少人口
（14歳以下）

生産年齢人口
（15～64歳）
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（（２２））産産業業フフレレーームム  

合併以前の３町村合計による就業率、就業者数はともに減少傾向にあり、特

に、本町の特性でもある農業、林業等の第一次産業や、窯業等の第二次産業の

就業者数が減少しています。 

今後は、これらの産業の振興を図るとともに、本町の産業全体に係る総合的

な施策を講じることで就業者数の確保に努め、平成 22 年 12,290 人（就業

率51.0％）を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

就業者数 割合 就業者数 割合 就業者数 割合
第1次産業 3,023 21.7% 2,643 19.8% 2,270 18.5%
第2次産業 5,052 36.3% 4,561 34.2% 3,680 29.9%
第3次産業 5,842 41.9% 6,129 45.9% 6,340 51.6%
就業者数 13,930 100.0% 13,345 100.0% 12,290 100.0%
就業率

平成７年

51.5%

平成12年 平成22年

51.0% 51.0%

18.5%

19.8%

21.7%

29.9%
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四季に輝くやすらぎのまち 

 

（（１１））快快適適環環境境づづくくりりのの総総合合的的推推進進  

自然の生態系をまるごと包み込む水と緑の優れた自

然環境・景観の保全や快適性を求める住民ニーズ、地

球環境の保全や循環型社会の形成等の社会的要請に対

応し、“環境”の保全と創造を総合的に推進します。 

このため、全町的な環境の保全・創造に関する指針

づくりのもと、行政自らの率先的な環境保全活動の推

進をはじめ、自然環境・景観の保全、美しい景観づく

り、公害の防止から地球環境の保全まであらゆる分野

における環境問題への対応、新エネルギー※の導入、さ

らには幼児期からの環境学習の推進や住民一人ひとり

の自主的な環境保全活動の促進など、あらゆる主体が

参画した総合的な快適環境づくりを進めます。 

 

 

（（２２））公公園園・・緑緑地地・・水水辺辺のの整整備備  

住民の交流・いこいの場、スポーツ・レクリエーシ

ョンの場、子どもが安心して遊べる場を確保するため、

市街地や集落内における身近な公園の整備を進めると

ともに、町外の人々の交流も見据え、森林、歴史資源

等を活用した、観光・交流機能も持った特色ある公園・

緑地、親水空間の整備を進めます。 

また、これら公園・緑地・水辺等のネットワーク化

や住民総参加による緑化の促進に努め、本町ならでは

の地域資源を生かした水と緑のうるおいのある環境づ

くりを進めます。 

 

Ⅳ．施策の大綱 

Ⅳ － １ 

※新エネルギー 

資源の制約が少なく、環境

負荷の少ないクリーンエネル

ギー。太陽、風力、水力など

の｢自然エネルギー｣・「再生

可能エネルギー」、ゴミ焼却

廃熱などの「リサイクルエネル

ギー」などがある。 
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（（３３））上上下下水水道道のの整整備備  

住民の日常生活に欠かせない上水道及び簡易水道に

ついては、施設の老朽化や耐震化への対応、今後の水

需要の増大等を勘案し、会津若松地方水道用水供給企

業団からの浄水受水により安定的な給水を図りながら、

老朽管の更新をはじめとする各種水道施設の整備を計

画的に進めるとともに、未普及地域の解消、水質管理

体制の強化、水道事業の健全運営を図り、安全かつ安

定的な水の供給に努めます。 

また、美しい水環境を維持するため、各地域の条件

にあわせて公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄

化槽市町村整備推進事業を計画的に進めていくととも

に、供用開始後の加入促進及び施設の効率的な維持管

理に努め、町全域における下水道整備の早期実現をめ

ざします。 

なお、施設整備にあたっては、水環境、水循環の視

点から、環境にやさしい施設づくりに努めます。 

 

 

（（４４））環環境境衛衛生生対対策策のの充充実実  

ごみ処理については、年々増加傾向にあることから、

今後のごみの排出動向に即し、分別排出の徹底や生ご

みの堆肥化、自主的なリデュース・リユース・リサイ

クル※の推進による循環型のゼロエミッション※社会の

構築を目指します。 

環境衛生対策として、ポイ捨て禁止や不法投棄の防

止を地域住民との密接な連携のもと推進します。 

また、定住促進対策として新たな墓地整備に取り組

みます。 

し尿処理については、下水道事業との整合性に留意

しながら、し尿処理体制の充実に努めるとともに、浄

化槽の適正な維持管理を促進します。 

なお、ごみ、し尿処理は今後も会津地区広域事業組

合において処理を行いますが、会津ブロック全域の20

構成市町村において、平成 25 年度を目標に「ごみ処

理広域化基本計画」による広域（集約）施設の整備が

進められていくことから、この計画にあわせ処理体制

の充実に努めていきます。 

 

 

写真 

※リデュース・リユース・リサ

イクル 

発生抑制・再使用・再生

利用。 

 

※ゼロエミッション 

ある産業で排出される廃

棄物を、別の産業の原料と

して使い、地球全体として廃

棄物をゼロにしようという計

画。 
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（（５５））消消防防・・防防災災体体制制のの充充実実  

過去の台風による被害の教訓や、会津盆地西部山ろ

く沿いを活断層が貫く特性を十分に踏まえ、地震をは

じめ火災、風水害などのあらゆる災害に強いまちづく

りを総合的に進めます。 

このため、消防団組織の見直しなどの活性化対策を

はじめ、消防設備の計画的更新を図り、消防団の充実

に努めるとともに、会津若松地方広域市町村圏整備組

合消防本部による常備消防・救急体制の一層の充実を

進め、地域消防・救急体制の強化を図ります。 

また、地域防災計画の策定のもと、総合的な防災体

制の確立を進めるとともに、防災意識の高揚や自主防

災組織の育成、災害時の情報連絡体制の整備、各種資

機材の備蓄、さらには各種危険箇所等における治山・

治水対策の促進に努めます。 

 

 

（（６６））交交通通安安全全・・防防犯犯体体制制のの充充実実  

日常生活圏の広がり等により自動車交通量がますま

す増加傾向にある中、警察や交通安全協会など関係機

関・団体と連携し、交通安全教育や啓発活動を一層積

極的に推進するとともに、危険箇所の点検・調査及び

交通安全施設の整備を計画的に進め、交通事故のない

安全なまちづくりを進めます。 

また、犯罪の凶悪化・低年齢化が顕著となり、子供

が犯罪に巻き込まれる事件も増加していることから、

警察や防犯協会などの関係機関・団体との連携のもと、

啓発活動を積極的に推進し、住民の防犯意識の高揚及

び子供の地域での見守りなど自主的な地域安全活動を

促進していくとともに、防犯灯などの防犯施設の整備

を計画的に進め、犯罪のない明るい地域社会の形成を

進めます。 
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（（７７））消消費費者者対対策策のの充充実実  

訪問販売や通信販売、インターネット販売など多様

な販売形態が出現し、購買・決済手段が複雑多様化す

る中で、消費者の権利を守り、トラブルを未然に防止

するため、県等と連携しながら、消費者教育・啓発や

情報提供等を推進するとともに、相談体制の充実や消

費者団体活動の支援に努め、賢く自立する消費者の育

成を進めます。 
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活力にあふれる産業のまち 

 

（（１１））農農業業のの振振興興  

良質な米の一大生産地を確立し、高い生産性を誇る

農業については、従事者の減少や高齢化、後継者不足

等の問題が表面化する中、本町の基幹産業としての位

置づけをさらに明確にし、新宮川ダムの有効利用をは

じめ、用・排水施設や農道の整備、ほ場整備等による

農業生産基盤の一層の充実を進めます。また、農地の

流動化や農作業受委託の促進等を通じて明日の農業を

担う経営感覚に優れた担い手の育成を進めるとともに、

実態に即した集落営農の確立及び農業経営の法人化を

促進し、農業生産体制の再編強化に努めます。 

また、農業関連機関・団体と一体となった営農指導

等による付加価値の高い営農類型への移行や農産物の

生産性の向上、一層のブランド化※、地域特産物の導

入・産地化、加工・流通体制の充実等を促進します。 

さらに、食品廃棄物や家畜排泄物を利用した堆肥の

生産・活用等による環境と調和した循環型農業の促進

をはじめ、「地産地消」の視点に立った特産物の販売や、

農業・農村体験、グリーンツーリズム※を通じた都市と

の交流による農業の展開を促進し、新たな時代に即し

た魅力ある農業の実現に努めます。 

 

（（２２））林林業業のの振振興興  

本町の総面積のおよそ４分の３を占める広大な森林

を活用した林業については、木材価格の低迷や従事者

の高齢化、担い手不足等により厳しい状況が続く中、

森林が将来にわたって適正に管理され、持続可能な森

林経営が行われるよう、林道・作業道の整備など林業

生産基盤の充実を進めるとともに、良質材の生産と地

域材の利用促進に努め、林業関係者の合意形成のもと、

効率的な森林施業を促進します。 

また、水源のかん養や山地災害の防止、地球環境の

保全など森林の持つ多面的機能の高度発揮に向け、森

林の保全及び育成、治山対策の促進に努めます。 

 

※グリーンツーリズム 

農山村における滞在型の

余暇活動。 

 

 

Ⅳ － ２ 

※ブランド化 

特定の銘柄について、大

衆に広く思われるようにｲﾒｰ

ｼﾞ化すること。 
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（（３３））商商業業・・ササーービビスス業業のの振振興興  

購買力の流出等により厳しい状況にある商業につい

ては、車社会の一層の進展や消費者ニーズの多様化、

販売競争の激化などの商業環境の変化に対応できるよ

う、関係機関・団体と一体となった指導・支援体制の

整備のもと、経営者の意識改革や後継者の育成をはじ

め、地域に密着したサービスの展開、観光や地場産業

との連携、ＩＴ時代に即した販売展開、魅力あるイベ

ントの開催等を促進していくとともに、市街地整備等

と連動した商店街の環境・景観整備等に努め、人々が

賑わう場の再生と創造を進めます。 

また、高齢化の進行や女性の社会進出など、社会・

経済情勢の変化に即した生活支援サービスや余暇関連

サービスなど、サービス業の育成・振興に努めるほか、

ＴＭＯ※やＮＰＯ※等の地元団体や住民自らが社会サー

ビスの提供や商品販売等を行う地域密着型事業活動で

あるコミュニティビジネス※の形成を促進していきま

す。 

 

 

（（４４））工工業業・・地地場場産産業業のの振振興興  

県内外でも有名な窯業や電気関係の製造業を主体と

する工業については、工業支援・研究開発体制の整備

のもと、経営指導や制度資金の活用はもとより、異業

種間交流や産学官交流の促進、新技術・新製品の開発

支援等を進め、既存企業の経営の合理化及び技術力の

向上、新規事業の展開等を促進します。 

また、整備を進めている新たなスマートインターチ

ェンジの効果を活用し、工業用地への付加価値の高い

環境と共生する優良企業の誘致を進めます。 

さらに、東北最古の伝統を誇る会津本郷焼をはじめ、

木材・食品加工等の郷土に根づいた伝統的な地場産業

については、後継者の育成や新製品の開発、観光との

連携強化、ＰＲ活動等を積極的に促進し、その育成・

振興に努めます。 

 

写真 

※ＴＭＯ 

Town-Management-Org

anization の略。まちづくり

を運営・管理する機関。 

 

※ＮＰＯ 

非営利組織。政府や私

企業とは独立した存在と

して、市民・民間の支援の

もとで社会的な公益活動

を行う組織・団体。 

※コミュニティビジネス 

住民主体となって地域

を元気にする地域事業 
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（（５５））観観光光産産業業のの振振興興  

伊佐須美神社や会津本郷焼、中田観音をはじめとす

る数多くの貴重な歴史的・文化的資源や自然資源、温

泉資源等を有し、年間140万人を超える入込みを誇る

観光については、多様化、個性化が進む観光ニーズに

応えられる滞在型、体験・参加型の一大観光地の形成

に向け、既存観光資源の保全及び一層の機能強化、魅

力化を進めていくとともに、観光拠点となる施設や魅

力ある周遊ルートの整備を進めます。 

また、特色ある観光・交流イベントの開催、合宿や

各種ツアーの誘致、観光ＰＲ活動の強化、統一デザイ

ンによる案内板の整備、第１次産業と連携した観光の

展開、広域観光体制の整備、さらには住民の「もてな

しの心」の醸成など、多面的な取り組みを推進します。 

 

 

（（６６））雇雇用用機機会会のの確確保保とと安安定定  

雇用をめぐる状況が一層厳しさを増す中、住民の雇

用の場の確保と雇用の安定に向け、企業誘致や観光産

業の振興をはじめとする各種産業振興施策を積極的に

推進し、多様な雇用の場の拡充に努めるほか、ハロー

ワークなど関係機関との連携のもと、就職相談や情報

提供、時代変化に即した人材育成・研修機能の整備を

図り、若年労働者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターン※の

促進に努めます。 

また、労働条件の向上や働きやすい職場環境づくり

を促進していくほか、福利厚生機能の充実を進め、す

べての就業者がゆとりを持って健康で快適な勤労生活

を送れる環境づくりに努めます。 

 

 

※U・J・I ターン 

U ターン：就職を機に故郷

へ戻ること 

J ターン：大都市の大学を

卒業した者が、生まれ故郷に

近い地方中核都市などに就

職すること 

I ターン：都会生まれの人

が、地方に移住すること 
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健やかで優しい福祉のまち 

 

（（１１））保保健健・・医医療療体体制制のの充充実実  

すべての人が健康寿命を伸ばし、いきいきと幸せに

暮らせるよう、健康づくりの指針の策定のもと、保健・

医療・福祉はもとより、教育・建設・農林など様々な

分野の相互の連携を強化し、健康づくり施設の整備や

住民の健康づくりに関する意識の高揚と住民主体の健

康づくり活動を総合的に促進します。 

また、子どもが健やかに生まれ育つための子育て支

援事業・対策、生活習慣病予防や介護予防を重視し、

効果的な健康づくりの展開や検診をはじめとした老人

保健の充実、歯科保健・精神保健・難病対策の充実、

さらに予防接種等感染症対策の充実など、人生の各期

に応じた保健サービスの充実に努めます。 

医療については、ますます高度化、多様化する医療

ニーズや救急・休日・夜間の医療体制の充実を図り、

医療施設の整備・充実など地域医療体制の強化に努め

ます。 

 

（（２２））地地域域福福祉祉のの推推進進  

就業構造や社会環境、家族形態の変化などにより地

域で互いに支え合う機能が低下しつつある中で、すべ

ての住民が地域で支え合い助け合いながら共に生きる

ことができる優しい社会づくりをめざし、地域福祉計

画の策定のもと、福祉活動の中核的役割を担う社会福

祉協議会をはじめ、民生・児童委員や各種福祉団体、

福祉ボランティア団体、ＮＰＯ等の福祉活動を積極的

に育成・支援していきます。 

また、福祉教育や啓発活動を通じた住民の福祉意識

の高揚及び相互支援精神の定着、福祉ボランティアの

育成及びネットワーク化、身近なコミュニティにおけ

る福祉体制づくりを図り、住民総参加の地域福祉体制

の確立に努めます。 

さらに、福祉施策全般においてユニバーサルデザイ

ン※の視点をとり入れ、誰もが住みやすいまちづくりを

目指します。 

 

※ユニバーサルデザイン 

はじめからすべての人の

多様なニーズを考慮し、年

齢、性別、身体的能力、言

語などの違いにかかわら

ず、すべての人にとって安

全・安心で利用しやすいよう

に、建物、製品、サービスな

どを計画、設計すること。 

 

 

Ⅳ － ３ 
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（（３３））子子育育てて支支援援施施策策のの推推進進  

少子化が急速に進行し、積極的な対策が重要課題と

なっている中、次世代育成支援行動計画の策定のもと、

関係部門、関係機関・団体が一体となって、家庭や地

域の子育て機能を支え、若い世代が安心して子どもを

産み、ゆとりをもって育てていくことができる環境づ

くりを総合的に進めます。 

このため、多様化する保育ニーズに即した保育サー

ビスの充実をはじめ、子育てに関わる相談・学習・交

流機能の充実、保育所の統廃合及び幼稚園・保育所の

一体化、総合施設化の検討・推進、児童館や児童公園

の整備、母子保健サービスの充実、さらには職場にお

ける子育て環境づくりや育児に配慮した住環境等の整

備など、多面的な施策を推進します。 

また、母子・父子家庭等のひとり親家庭が安定した

生活が送れるよう、関係機関と連携を図り各種の支援

を推進します。 

 

 

（（４４））高高齢齢者者施施策策のの充充実実  

本格的な高齢社会の到来に対応し、介護保険事業計

画及び高齢者保健福祉計画の策定のもと、民間事業者

等多様な主体と連携しながら、各種介護保険サービス

の充実を進めていくとともに、介護保険対象外の高齢

者に対する自立・生活支援サービスの充実を図ります。 

また、寝たきり・認知症の予防など介護が必要な状

態にならないための健康づくり施策の強化、老人クラ

ブ活動の支援やシルバー人材センターの活用等による

高齢者の生きがい対策、社会参加の促進に努めます。 

さらに、これらの各種施策・サービスの提供基盤を

強化するため、民間も含めて高齢者関連施設の整備・

確保を進めるほか、介護保険制度に関わる事務や啓

発・相談体制の充実、民間事業者との連携強化、必要

な人材の確保等を進めます。 
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（（５５））障障ががいい者者施施策策のの充充実実  

精神障がい者や難病患者も含めた障がい者の「完全

参加と平等」の実現のため、障がい者計画の策定のも

と、啓発・広報活動や交流活動等を通じて障がい者に

対する住民の理解と認識を深め、心のバリアを取り除

いていくとともに、総合的な相談・情報提供体制の整

備や、保健・医療サービスの充実、支援費制度に基づ

く福祉サービスの充実を進めます。 

また、雇用機会の拡大や社会参加の促進など、あら

ゆる分野で障がい者に配慮した施策の推進に努め、「ノ

ーマライゼーション」※及び「リハビリテーション」※

の理念に立脚した地域社会づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

（（６６））社社会会保保障障のの充充実実  

低所得者が自立し、健康で文化的な暮らしを営むこ

とができるよう、関係機関や民生・児童委員との連携

のもと、相談・指導体制の充実に努めるとともに、生

活保護制度等の適切な運用に努めます。 

また、住民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、

医療給付事業の適切な運用に努めます。 

さらに、厳しい財政状況にある国民健康保険事業の

健全な運営を図るため、被保険者の健康づくり意識の

高揚と自主的な健康づくりの促進に努めるほか、国民

年金制度に関する啓発活動や相談の充実等を通じて制

度への理解と認識を深めていきます。 

 

 

 

※ノーマライゼーション 

障がい者が家庭や地域

社会の中で通常の生活が

できるような環境整備をめざ

した社会づくり 

 

※リハビリテーション 

障がい者の身体的、精神

的な障がい要因を軽減し、

社会的偏見や物理的障が

いの除去をめざした社会づ

くり 
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学びと楽しさの文化のまち 

 

（（１１））生生涯涯学学習習社社会会のの形形成成  

住民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学習活動

を行い、自己実現を図りながら充実した人生を送ると

ともに、その成果が適切に評価され、まちづくりに生

かせるよう、総合的な学習環境・条件の整備を図り、

生涯学習社会の形成を進めます。 

このため、生涯学習推進体制の整備のもと、複合的

な機能を備えた生涯学習・文化・交流拠点施設の整備

をはじめとする施設環境の充実、指導者・ボランティ

ア等の人材登録・活用体制の整備、情報化施策とも連

動した学習情報提供体制の整備等を図って生涯学習の

基盤整備を進めるとともに、住民ニーズや本町の地域

特性に即した特色ある学習プログラムの整備を進め、

学習機会の充実に努めます。 

 

 

（（２２））学学校校教教育育のの充充実実  

次の時代を担う子どもたちが、生きる力と豊かな心

を育み、心身共にたくましい人間として成長していく

ことができるよう、幼児教育の充実に努めるほか、義

務教育においては、「総合的な学習の時間」等を活用し

ながら、基礎・基本の確実な定着はもとより、本町の

自然や歴史、風土、地域の人材等を生かした特色ある

教育・特色ある学校づくり、国際化、情報化、環境問

題、人権尊重、ボランティア※をはじめとする様々な課

題に主体的に対応できる力や豊かな心を育む教育を一

層推進します。 

また、老朽化や耐震性、安全管理の強化、新たな教

育内容への対応、さらには学校の統合等を総合的に勘

案し、各学校施設・設備の整備充実を計画的に推進し、

快適で安全な教育環境の創出に努めるとともに、家庭

や地域との連携・融合、いじめや不登校などの心の教

育への対応、特別支援教育の充実、学校給食の充実、

通学対策の推進、さらには高等学校の充実及び小・中

学校、地域との連携強化の促進など、総合的な教育環

境の整備を進めます。 

Ⅳ － ４ 

※ボランティア 

自主的に社会事業などに

参加し、無償の奉仕活動をす

る人。 
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（（３３））生生涯涯ススポポーーツツのの振振興興  

住民一人ひとりが生涯にわたってスポーツに親しみ、

健康づくりの基盤として生活の中に定着させることが

できるよう、既存スポーツ施設の整備充実及び管理運

営体制の充実に努めます。 

また、各種スポーツ団体・クラブの育成や指導者の

育成・確保、スポーツ教室・大会の充実、スポーツ情

報の収集・提供など、スポーツの日常化に向けた活動

の場と機会の充実に努めます。 

 

 

（（４４））青青少少年年のの健健全全育育成成  

社会環境が大きく変化し、青少年をめぐる様々な問

題が表面化してきている中、青少年が心身共にたくま

しく、町の担い手として健全に育成されるよう、家庭、

学校、地域、関係機関・団体、行政の相互連携の強化

と一体的な体制整備を図り、非行の防止や環境の浄化

など健全な社会環境づくりに向けた各種の活動を推進

するとともに、健全育成に最も大きな役割を果たす家

庭の教育機能の向上、青少年の体験・交流活動やボラ

ンティア活動への参画機会の拡充、青少年団体や指導

者の育成に努めます。 
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（（５５））地地域域文文化化のの継継承承とと創創造造  

うるおいのある豊かな住民生活を確保するとともに、

会津文化の源流にふさわしい本町ならではの個性的な

文化の継承・創造を促すため、各種芸術・文化団体の

育成・支援を通じて住民の自主的な芸術・文化活動の

一層の活発化を促進していくとともに、多様な芸術・

文化を鑑賞する機会や活動成果の発表機会の拡充、活

動拠点となる生涯学習・文化・交流拠点施設の整備、

指導者の育成・確保に努めるなど、総合的な文化環境

の整備を図ります。 

また、会津の総鎮守・会津文化発祥の地として名高

い伊佐須美神社をはじめ、町内に数多く存在する貴重

な文化財や歴史風土、郷土芸能、伝統行事、祭りなど

の調査と保存・活用を進めるとともに、歴史民俗資料

館の整備など展示・学習の場の充実・活用を図り、よ

り多くの人々が町の歴史や文化にふれあえる機会の提

供に努めます。 

 

 

（（６６））交交流流のの推推進進  

国際化の一層の進展に対応し、外国語指導助手の活

用等による外国語教育、外国語講座の充実や、住民の

海外派遣事業の推進等を通じ、国際感覚あふれる人材

の育成を進めるとともに、国際交流組織の育成強化な

ど国際交流推進体制の整備のもと、国際協力活動の促

進、外国人住民との交流の促進等に努めます。 

さらに、優れた自然や貴重な歴史・文化資源、産業

資源等の地域特性・資源を生かしながら、国内姉妹（友

好）都市をはじめとする他市区町村や学校等との交流

活動を展開し、本町の活性化や住民生活の向上に役立

てていきます。 
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快適さと暮らし重視のまち 

 

（（１１））計計画画的的なな土土地地利利用用のの推推進進  

将来にわたって限られた貴重な資源である土地の高

度かつ有効な利用を図るため、現在、取り組んでいる

スマートインターチェンジの整備をはじめとする会津

地方全体、福島県全体の広域的な地域構造の変化や社

会・経済情勢の変化を的確に見通し、住民の積極的参

画のもと、土地利用関連計画（国土利用計画、都市計

画マスタープラン、農業振興地域整備計画、地域農業

マスタープラン）を策定します。 

また、これら土地利用関連計画、関連法、条例等に

ついての周知を図るとともに、その一体的な運用によ

る適正な規制・誘導に努め、無秩序な開発行為の未然

防止や土地利用区分に応じた適正な土地利用への誘導

を図ります。 

 

 

（（２２））市市街街地地のの整整備備  

環境と共生する安全で快適な居住空間と産業や文化、

情報の集積を生み出す魅力ある市街地環境の創出に向

け、都市計画マスタープランに基づき、全町的な市街

地づくり体制の確立及び気運の醸成のもと、道路、公

園、公共下水道等の都市基盤整備を進めるとともに、

土地区画整理事業の導入等により既成市街地の環境改

善と良好な環境の居住系新市街地の形成を進めます。 

また、行政拠点機能をはじめ、交通・情報拠点機能、

商業・業務機能、教育・文化機能をはじめとする多様

な都市拠点機能の誘導・集積を進め、賑わいと活気あ

ふれる市街地の形成を進めます。 

 

Ⅳ － ５ 
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（（３３））住住宅宅・・宅宅地地のの整整備備  

本町の大きな課題である定住の促進と快適な居住環

境づくりに向け、会津若松市のベッドタウンとしての

特性も踏まえながら、居住系市街地の計画的な整備・

拡充や住宅用地の造成・分譲等による住宅地の形成を

進めるとともに、既成住宅地も含め、適切な開発指導

を図りながら、今日の多様なニーズや地域特性に即し

た良質な住宅建設及び美しい街並みづくりを促進しま

す。 

また、公営住宅については、高齢者や障がい者への

配慮などの視点を取り入れながら、老朽化住宅の建て

替え・改善を計画的に進めます。 

 

 

（（４４））道道路路ネネッットトワワーーククのの整整備備  

新たな時代の会津地方の交流拠点にふさわしい道路

基盤づくりに向け、会津若松市をはじめとする周辺市

町村や磐越自動車道へのアクセスの向上、町内の各地

域間の連携強化、安全性・利便性の一層の向上など、

町の発展方向を的確に見据え、拠点となる新たなスマ

ートインターチェンジの恒久化を目指すとともに、

国・県道の整備を促進し、町の骨格となる広域幹線道

路網の整備を促進します。 

また、これら広域幹線道路網との連携や機能分担に

留意しながら、幹線道路や身近な生活道路の整備を計

画的に進めます。 

道路整備にあたっては、交通安全施設の整備はもと

より、環境・景観面、防災面、福祉面にも配慮した、

安全でうるおいのある道づくりに努めるほか、冬期間

の交通及び安全性の確保に努めます。 
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（（５５））公公共共交交通通のの充充実実  

本町の交流機能の強化、住民の利便性向上に向け、

通勤・通学等に重要な役割を果たしているＪＲ只見線、

地域住民の身近な足となっているバス路線について、

住民の利用促進に努めるとともに、維持・確保、利便

性向上を関係機関に働きかけていきます。 

また、観光・交流機能の強化、通学・通院・買物、

福祉施設への足の確保等を見据え、新交通システム等

の体系づくりを検討します。 

 

 

（（６６））情情報報ネネッットトワワーーククのの整整備備  

ＩＴが日常生活に身近なものとなり、高度情報化が

一層進展する中、住民満足度の向上と地域社会の振興

に向け、全県的、広域的な整備動向も踏まえながら、

情報化について研究を進め、総合的な計画づくりを進

めるともに、これに基づき、高速・大容量化に対応し

た高速通信基盤の一体的整備・確保や、戸籍、保健・

医療・福祉、生涯学習・文化、環境、産業、消防・防

災、広報・広聴など多様な分野における情報ネットワ

ークの整備を図り、町全体の情報化及び電子自治体の

構築を進めます。 

また、これらを利用・運用する住民や職員のＩＴス

キル※の向上を図るため、ＩＴ教育・研修を積極的に推

進します。 

 

 

 

※ＩＴスキル 

ＩＴは情報技術、スキルは

技能。各種情報技術関連サ

ービスの提供に必要とされ

る能力。 
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参画と協働で共に創るまち 

 

（（１１））人人権権尊尊重重ののままちちづづくくりりのの推推進進  

女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人等への差

別・偏見など、あらゆる人権問題に対する住民一人ひ

とりの理解を一層深め、すべての人々がお互いの人権

を尊重し支え合いながら生きる共生社会を築いていく

ため、学校や職場、地域社会などあらゆる場を通じて

人権教育や啓発活動を推進し、人権尊重のまちづくり

を進めます。 

 

 

（（２２））男男女女共共同同参参画画社社会会のの形形成成  

男女が社会の構成員として、あらゆる分野に対等な

立場で役割・責任を共有しながら参画し、個性や能力

を十分に発揮して主体性を持った生き方ができるよう、

総合的な指針づくりのもと、住民の意識啓発や学習機

会の拡充をはじめ、政策・方針決定の場への共同参画、

自分らしい多様な生き方が選択できる環境・条件の整

備等を進め、男女共同参画社会の形成に努めます。 

 

 

（（３３））ココミミュュニニテティィ活活動動のの促促進進  

 

新たな時代の住民自治のまちづくり、地域からのま

ちづくりを進めるため、コミュニティの意義や役割に

ついての啓発活動の推進をはじめ、集会所など身近な

活動拠点の整備充実や自主管理・運営の促進、コミュ

ニティリーダー※の育成、さらには地域の伝統・文化を

保存・継承する特色ある活動や個性あるコミュニティ

づくり等に対する支援の推進など、地域からの創意と

工夫による自立したまちづくりが展開できる環境づく

りを進め、新時代のコミュニティ形成を促進します。 

 

Ⅳ － ６ 

※コミュニティリーダー 

地域社会の中で、人と

人、人と組織、組織や集団、

地域社会を結びつける能力

を備えた人材のこと。 
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（（４４））住住民民とと行行政政ととののパパーートトナナーーシシッッププのの強強化化  

それぞれの地域でこれまで行われてきた住民参画・

協働のまちづくりが一層活発に進められるよう、住民

と行政とのパートナーシップの強化を図ります。 

このため、ホームページの作成・活用をはじめ、Ｉ

Ｔの活用等による広報・広聴機能の強化を図るほか、

多くの機会をとらえて行政の仕組みやまちづくりに関

する情報提供や意識啓発、学習機会の提供を図ります。 

また、各種行政計画の策定・実施・点検・見直し、

施設の整備・管理・運営、環境の管理等への住民の参

画・民間の参入を促進していくほか、多様な住民団体・

ボランティア・ＮＰＯの育成・支援とその企画・立案

による協働のまちづくりを進めます。 

さらに、合併前の各地域における住民意見をまちづ

くりに反映させるため、地域審議会を設置するととも

に、地域振興・住民の一体感醸成のための基金造成等

についても検討します。 

 

 

（（５５））自自立立ししたた自自治治体体経経営営のの確確立立  

地方分権時代の個性的で自立した自治体経営の確立

に向け、自己決定・自己責任を基本に、多様な分野に

おける地方分権を積極的に推進するとともに、行政組

織・機構の見直しや事務事業の見直し、電子自治体の

構築、職員の意識改革と資質向上、行政評価制度の導

入など、行政改革を計画的に進めていくとともに、情

報公開を推進します。 

また、周辺自治体との連携強化のもと、会津地方、

さらには福島県全体の発展に向けた取り組みを進め、

広域行政を推進します。 

合併後の中・長期的な財政状況を展望し、すべての

分野にわたる経費の節減合理化や自主財源の確保・拡

充に努めるとともに、財政分析・評価手法を導入しな

がら、財源の重点配分に努め、限られた財源で最大の

効果を上げ、計画的、効率的な財政運営を推進します。

その一方で、必要な自主財源を確保するため、税収の

確保につながる施策の実施に取り組みます。 
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１１．．快快適適環環境境づづくくりりのの総総合合的的推推進進  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町は、町域の７割以上を占める森林や阿賀川など

豊かな自然環境に恵まれていますが、しかし、産業構

造や生活環境の変化などにより、市街地近郊の農地や

山林、水辺環境への影響が問題となっており、生態系

への影響についても問題視されています。 

本町の豊かな自然環境を大切に保全していくことは、

本町のみならず会津地域の広域的な観点からみても極

めて重要なことであり、住民、事業者、行政が一体と

なって、適正な森林の保全・育成、河川の水質や水辺

環境の保全、動植物などの生態系の保全に積極的に取

り組んでいく必要があります。 

その一方で、地球温暖化、オゾン層の破壊など地球

規模での環境問題が深刻化しており、本町も一地域と

して、積極的に環境問題に取り組む必要があるため、

省エネルギーの推進とともに、太陽や風、雪、バイオ

マス※などの新エネルギーの積極的な導入が求められ

ています。 

また、豊かな自然を身近に感じることで、自然の大

切さや環境保全の重要性について理解を促すため、自

然にふれあうことのできる場や機会の充実に努めてい

くことも必要になります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

住民が誇りに思う豊かな自然環境、美しい景観を次

の世代へと引き継いでいくために、環境基本計画や景

観計画などの計画に基づき、森林や河川、生態系など

の豊かな自然環境を積極的に保全します。また、新エ

ネルギーの導入や省エネルギーの実践を、住民、事業

者、行政の協働により積極的に取り組みます。 

四季に輝くやすらぎのまち 

第１章

※バイオマス 

生物を利用して有用物質

やエネルギーを得ること。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 清流を育む山林の保全 

  無秩序な開発を抑制するとともに森林の施業を
促進し、将来にわたり清流をかん養する山林の

保全を図ります。 

  山林は、土砂崩れ防止や景観形成、環境保全、
生き物の生息の場等多様な役割を果たしており、

多面的な視点で保全に努めます。 

 

② 水辺環境・水質の保全 

  潤いのある景観の形成や生物の身近な生息の場
となっている河川、ため池などの水辺環境の持

つ重要性を再認識し、防災に配慮しながら保全

に努めます。 

  生活や農業など住民活動を支えている河川や地
下水、湧水の水質を保全するため、住民・事業

者、来訪者への啓発、環境美化活動を推進しま

す。 

 

③ 環境にやさしい施策の推進 

  太陽光や風力、雪、バイオマスなど環境負荷の
少ない新しいエネルギーの活用を推進します。

特に、公共施設へ積極的に導入し、住民への意

識啓発を図ります。 

  地球温暖化防止に向けて、住民・事業者・行政
が率先した省エネルギーの推進など地球環境へ

の配慮を行う対策を進めます。 

 

④ 環境教育・啓発活動の推進 

  環境学習や環境に関する啓発イベント等を開催
し、自然環境を保全することの大切さを住民に

伝え意識の啓発を図ります。 

 

⑤ 庁内における環境管理システムの構築 

  地球温暖化防止実行計画の策定や環境マネジメ
ントシステム※の認定に向けた取り組みを進め

ます。 

 

※環境マネジメントシステム 

環境保全の目的を企業や

組織内で体系化し，有効に

機能させるためのシステム。

環境管理システム。 
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２２．．公公園園・・緑緑地地・・水水辺辺のの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

公園や緑地などの憩いの空間は、住民生活に潤いと

安らぎをもたらし、住民の交流やふれあいの場として

も重要な役割を担っています。本町には、豊かな自然

環境を活かした白鳳山公園、蓋沼森林公園、せせらぎ

公園などが整備されていますが、身近な憩いの場とな

る市街地内の公園・緑地については不足しており、多

様化するレクリエーションニーズ等に対応していくた

めには十分とはいえない状況です。 

今後は、自然環境との調和を基本としながら自然と

身近に接することができる緑地空間の一層の充実を図

っていくとともに、住民が身近な生活空間において気

軽に利用できる特色をもった公園・緑地を各地域に整

備していく必要があります。 

また、公園・緑地の整備だけでなく、公共公益施設

や工場などの大規模施設や住宅地の緑化、街路樹の整

備などによる緑化を進め、潤いのある市街地形成を図

っていくことも必要です。 

町内には、阿賀川などの一級河川や普通河川など、

大小さまざまな河川が流れ、水資源を供給するととも

に、住民生活に潤いや安らぎを与えています。水辺に

親しみ、生き物にふれあう環境として、多自然型の川

づくり※などに取り組んでいくことが必要とされてい

ます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

山林や河川などの自然環境を活用し、地域的なバラ

ンスも考慮しながら、住民生活に潤いと安らぎをもた

らす魅力ある公園・緑地づくりを進めます。 

緑美しいまちづくりに向けて、町全体での緑化活動

を進めます。 

※多自然型の川づくり 

国土の保全のために必要

とされる治水上の安全性を確

保しつつ、多様な河川の環

境を保全したり、できるだけ改

変しないようにし、また、改変

する場合でも最低限の改変

にとどめるとともに、良好な自

然環境の復元が可能となるよ

うに川づくりを行うもの。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 公園及び歩行・散策空間の整備 

  緑の基本計画に基づき、身近な憩いの場、レク
リエーションの場、緊急時の避難の場など多様

な役割を果たす公園・緑地の創出を図ります。 

  本町の豊かな自然、特徴的な歴史資源を活用し
た、特色のある公園整備に努めます。 

  河川や用水路などを利用して、気軽に自然に親
しめる歩行・散策空間の整備に努めます。 

  各地に整備されている公園については、子ども
や高齢者が安心して利用できるよう、公園内の

施設の安全管理や更新を行います。 

 

② 住民、事業所、行政の協働による緑化の推進 

  地域住民のニーズや意向を踏まえながら、住民
参加による公園整備に取り組みます。 

  公共施設の緑化に先導的に取り組み、住民、事
業所の緑化を誘導します。 

  幼稚園、保育園、小中学校、地区老人会、ボラ
ンティアグループ等の地域ぐるみの緑化運動を

推進します。 

 

③ 豊かな自然環境の活用 

  自然環境の保全を基本として、住民が自然を身
近に感じられる場、自然を学ぶことのできる場

づくりに努めます。 

37



 

 

 

 

 

 

 

３３．．上上下下水水道道のの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町は、会津若松地方水道用水供給事業団から水道

供給が行われており、今後とも安全で良質な水を安定

的に供給することが重要な事項です。また、近年は地

震などの災害に対する安全性の確保が大きな課題とな

っており、水道施設の計画的な更新や耐震化など災害

に強い施設整備を推進していくことが必要です。 

下水道整備は周辺環境の向上と河川等公共用水域の

水質汚濁防止、地域振興の面からも重要であり不可欠

な事業です。本町では、公共下水道事業を推進すると

ともに、農業集落排水整備事業及び合併処理浄化槽設

置による取り組みを進めています。今後も、地域の特

性と財政負担を十分に考慮しながら､適切な事業手法

を選択し効率的かつ適正な整備を進めていく必要があ

ります。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

水源の保全、水道施設の効率的な維持管理や老朽管

の更新、耐震化、経営の適正化や効率化を図り、安全

で質のよい、そして安定した水の供給を確保します。

また、地域の特性に応じた各種下水道事業を推進し、

快適な生活環境の確保を進めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 安全で良質な水の安定供給と健全経営 

  安全で良質な水の安定した供給確保のための、
施設整備の充実とともに老朽施設の更新が求め

られます。また、水道事業の経営の健全化につ

いて取り組みます。 

 

② 公共下水道事業の推進 

  快適な生活環境を確保するため、中長期の整備
目標に沿った区域拡大を図り、公共下水道の計

画的な整備を進めます。 

  水環境保全の意識啓発を図りながら、水洗化率
の向上に努めます。 

 

③ 排水の適正処理の推進 

  公共下水道処理区域外については、農村集落排
水事業や浄化槽市町村整備推進事業を推進し排

水の適正処理を図ります。 
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４４．．環環境境衛衛生生対対策策のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、大量生産・大量消費を中心とした社会経済活

動や生活利便性を求める消費者ニーズを背景として、

排出されるごみの量が増加し、環境に大きな負荷を与

えています。環境問題は、日々の生活や経済活動が原

因となっているものであり、すべての人が自らの問題

としてとらえ、省資源やリサイクルなど循環型社会の

形成に向けた積極的な取り組みを進める必要がありま

す。 

本町のごみの量は年々増加傾向にあり、ごみを減ら

し資源を有効活用するためには、住民、事業者、行政

が一体となった取り組みが必要であり、ごみの分別、

減量化を徹底するとともに、リサイクル活動の強化や

発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）の意識を

高めていくことが求められます。また、ごみ処理費の

削減に向けた取り組みを進めるなど効率的なごみの収

集・処理体制の充実を図っていくことも重要になりま

す。 

今後定住の促進を図る上では、新たな墓地の整備も

求められています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、

住民・事業者と行政が一体となってごみの減量化や資

源リサイクルなどに取り組みます。 

また、環境衛生対策に必要な各種施設については、

広域連携を踏まえつつ効率的な整備を進めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 資源リサイクル等の推進 

  ごみの発生・抑制に向けた取り組みを推進しま
す。 

  ごみの分別収集の徹底を図るとともに、R３運動
（リサイクル、リユース、リデュース）などの

資源リサイクルを推進します。 

  ごみの有効利用を図るため、生ごみの堆肥化を
推進します。 

 

② 廃棄物適正処理対策の推進 

  道路や河川・山林等への不法投棄が目立つこと
から、住民、関係機関等の協力体制を強化し、

モラル※の向上と不法投棄のないまちづくりを

目指します。 

  畜産の排泄物、産業廃棄物などによる公害の監
視体制を強化し、未然防止を図りながら、発生

源に対する指導強化に努めます。 

 

③ ごみ処理施設及びし尿処理施設の整備充実 

  ごみ処理広域化基本計画に基づき、効率的なご
み処理、し尿処理施設の整備に取り組みます。 

 

④ 墓地の整備 

  長期的な墓地需要の把握に努め、既存墓地の維
持管理とともに新たな墓地の確保を進めます。 

 

※モラル 

道徳。倫理。 
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５５．．消消防防・・防防災災体体制制のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化、若年人

口の減少など、地域の防災力の低下が懸念されていま

す。そのため、住民一人ひとりの防災意識の向上や自

主防災組織の充実を図るとともに、住民への確実な情

報提供や、高齢者、障がい者などの災害時要援護者へ

の対応など、災害発生時に的確に対応できる防災体制

や消防・救急体制の充実が求められています。 

本町は、森林や河川などの豊かな自然環境に恵まれ

ていますが、自然は時に大きな災害を引き起こす危険

性も有しています。こうした自然災害から住民の生命

と財産を守るため、国や県、関係機関との連携のもと、

森林や河川などの災害対策を充実するなど治山・治

水・砂防事業を積極的に推進していく必要があります。

また、公共施設や住宅の耐震化など災害に強いまちづ

くりを進めていく必要があります。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

災害の防止や被害の軽減に向けた防災対策の強化や

住民の防災意識の向上を図るとともに、地域の防災体

制や消防・救急体制を強化し、災害に強い安全なまち

づくりを進めます。 

国や県と連携して、森林の整備や砂防対策などの治

山・治水・砂防事業を推進します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 消防団活性化対策の推進 

  広域常備消防体制のなかで常備消防体制と救急
体制の強化を図ります。 

  消防団員の確保、消防団活動の啓発など消防団
活動の活性化を図ります。 

 

② 地域防災計画などの防災関連指針の策定 

  各種災害に対する予防対策、応急対策、復旧対
策に至る防災の指針となる地域防災計画などを

策定します。 

  総合的な防災が的確に進められるように、計画
の定期的な点検と必要に応じた見直しにより充

実を図ります。 

 

③ 防災対策の充実 

  公共施設や住宅の耐震性の向上を促進するとと
もに、防災行政無線の整備、避難路・避難場所

の確保や周知の徹底を進めます。 

  防火水槽、消火栓、消防屯所、消防ポンプ自動
車、小型動力ポンプなど防災設備・備品の更新

を計画的に推進します。 

  防災訓練などを実施し、住民の防災意識の啓発
に努めるとともに、住民相互が助け合い、協力

し合う自主防災組織の育成を支援します。 

 

④ 治山・治水対策の促進 

  河川や溜池の改修、急傾斜地の崩壊防止など災
害を未然に防ぐ対策の充実を図ります。 

 

⑤ 住宅や公共施設の防災対策の充実 

  住宅や事業所については、耐震化や不燃化など
防災対策の充実に努めます。 

  災害時の防災拠点や避難場所になる役場や学校
など公共施設については、耐震化や不燃化を進

めます。 
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６６．．交交通通安安全全・・防防犯犯体体制制のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

自動車保有台数や、免許保有数の増加に伴い交通事

故件数は年々増加傾向にあります。特に近年は、高齢

者や子どもなど交通弱者を巻き込んだ交通事故が多く

なっています。特に高齢者については、加害者になる

ことも多く、高齢化が進む本町にとっては大きな問題

となっています。 

交通事故のない住み良い社会を形成する上では、高

齢者や子どもたち、若者や中高年ドライバーへの交通

安全啓発活動とともに、交通量の多い幹線道路や危険

な交差点の改良整備や適正な交通規制の実施、交通安

全標識など交通安全施設の整備を図ることが必要です。

そのためには、警察や県、関係団体などとの連携のも

とに適切な対策を講じていくことが必要です。 

町内の犯罪発生は近年増加傾向にあり、なかでも窃

盗が大きな比率を占めるとともに、犯罪の若年化が進

んでいます。また、近年幼い子どもを狙った犯罪も多

発しており、主要な道路や通学路における街灯や防犯

灯の設置など防犯対策の充実とともに、地域内で住民

の協力による、防犯への取り組みが必要です。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

交通安全施設の整備や、各機関の連携や地域ぐるみ

の交通安全教育や防犯体制の充実を図り、安全で安心

できるまちづくりを進めます。 

特に、子どもや高齢者など交通弱者に配慮した整備、

支援体制の充実を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 安全対策の充実 

  夜間の犯罪を未然に防止するために、防犯灯の
設置を計画的に推進します。 

  交通の安全性を確保するために、歩道の確保や
危険個所へのカーブミラー、ガードレール、車

両速度抑制を促す標識などの設置を図ります。 

  冬季における車歩道の安全性を確保するために、
除雪対策などの充実を図ります。 

 

② 防犯体制の強化 

  家庭、地域、学校、関連団体が連携し、犯罪を
未然に防ぐための体制を強化します。 

  町の将来を担う子どもたちが犯罪に巻き込まれ
ないように、防犯体制の強化を進めます。 

 

③ 交通安全思想・教育の高揚 

  子どもから高齢者に至るまで安全に対する認識
がもてるように、各機関と連携を図り、交通安

全教室の開催など、交通安全対策の充実に努め

ます。特に高齢者に対しての交通安全思想・教

育の強化に努めます。 

  運転者の安全運転の重要性、ルール、マナーの
尊重などの意識啓発を図るとともに、安全運転

管理者（事業所等）に対する働きかけを行いま

す。 
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７７．．消消費費者者対対策策のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、高齢者を狙った悪質な訪問販売、複雑な契約

による商品販売、インターネットを利用した消費者ト

ラブルの増加など消費者を取り巻く環境は複雑化、多

様化してきています。このような住民の消費生活にお

ける安全の確保は、きわめて重要な問題となってきて

います。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地域、警察、行政が一体となって、住民の消費生活

の安全を確保するための、消費者相談体制の充実や、

消費者トラブルを未然に防止するための情報の提供や

意識の啓発を進めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 消費者相談体制の充実 

  きめ細かな消費者に対する相談に応じられるよ
うに、消費生活相談体制を確立し、住民の消費

生活の安全を確保します。 

 

② 消費者意識の啓発 

  消費生活のための講座や消費者問題に対する各
種の情報提供、消費者教育を推進しながら、消

費生活の啓発運動の推進を図ります。また、高

齢者に対して、消費者トラブルを未然に防止す

るための啓発を進めます。 

 

③ 消費者団体の育成 

  消費生活分野の学習等の活動を行う団体の育成
及び活動支援を行い、消費生活能力の向上に努

めます。 
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１１．．農農業業のの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の基幹産業である農業は、稲作を中心に野菜、

果樹、工芸作物などを取り入れた複合経営が盛んに行

われています。近年では農用地の整備、規模拡大、機

械化が図られ、効率的で安定した農業経営が進められ

ています。 

しかし、農産物の輸入自由化の進展による競争の激

化や米価の低迷、兼業化の進行、農業者の高齢化や後

継者不足などにより、農家戸数や農業者の減少、耕作

放棄地の増加が進んでいます。こうしたなか、地域特

有の諸条件を踏まえ、農地の流動化、ほ場整備の推進、

農地や農業用水路等の保全管理、防災ダム機能の改修、

優良農地の確保や農作物の高付加価値化等の対策を進

めるとともに、集落営農及び農業生産法人、認定農家

の育成に努める必要があります。 

近年、食の安全に対する意識の高まりから農業の重

要性が再認識され、健康づくりや生きがいづくりなど

の面でも農業の持つ魅力が見直されており、農業者以

外からも農業への関心が高まっています。今後は、担

い手の育成や大規模経営への転換、農産物のブランド

化など農業経営の安定化を図るとともに、住民生活の

向上や観光振興など農地の多面的な機能が発揮される

よう農地の保全・活用を図る必要があります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地域経済及び自然環境と調和した農業生産基盤の整

備や農地の保全及び有効活用を進めるとともに、農業

生産性の向上や担い手の育成など農業経営の安定化を

図ります。 

農業の持続的発展に向けて、農業を通した教育や交

流、環境保全、定住など、多様な取り組みを進めます。 

活力にあふれる産業のまち 

第２章
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 生産基盤の整備 

  耕作放棄地の増加防止と優良農地の維持のため、
中山間地域等直接支払制度と農業受委託制度の

活用を図ります。 

  ほ場、農業用排水路、溜池、農道などの農業基
盤整備事業の促進や新宮川ダム農業用水の有効

利用を進めます。 

 

② 生産構造の再編 

  農地の集約化や水稲栽培の省力・低コスト化、
農業生産法人や特定農業団体の設立など、効率

の高い農業経営を促進します。 

 

③ 農産物加工直売体制の充実促進 

  女性や高齢者の余剰労働力を活用し、生きがい
づくり及び地産地消を促進するために、特産物

直売所及び農産物加工所の整備を支援します。 

 

④ 循環型農業の推進  

  特別栽培農作物など新鮮で安全・安心な農産物
づくりや、福祉施設・学校との連携による地産

地消、バイオマスエネルギーの利用など、地域

循環型の農業を推進します。 

 

⑤ 食育の推進 

  農業体験の機会の創出やグリーンツーリズムの
促進とともに、地域の食材を活かしたスローフ

ード※など「食」を通した農業に対する意識の啓

発を図ります。 

 

⑥ 担い手の育成と確保 

  認定農業者を中心とした意欲ある農業者の経営
能力の向上とともに、新規就農者の育成確保の

ために、各機関等との連携及び役割分担による

対策を講じます。 

  Uターンや I ターンによる就職については、農業
経営の研修制度を創設するとともに、農地や住

居の斡旋・融資制度の紹介などの受け入れ体制

を整備します。 

※スローフード 

その土地でとれた安全な

食べ物、その季節にとれた

新鮮な食べ物、質の良い食

べ物を守ろうとする運動 
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２２．．林林業業のの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

 

本町の林野面積（国有林と民有林の合計）は、町全

体の約７割以上を占めていますが、林家数は年々減少

してきており、平成12年では659戸となっています。

林業を取り巻く環境は、立木価格の低下やパルプ材価

格の低迷などにより林業経営者の意欲減退を招き、そ

れに伴う後継者不足などから、林家数も減少傾向にあ

ります。 

豊かな森林を林業資源としてだけでなく、観光・レ

クリエーション資源や農業資源、さらに環境資源及び

エネルギー資源として活用するなど、持続可能な森林

経営を進めていくことが課題となっています。 

また、森林は災害の防止や水源かん養、緑地として

の保健休養などの公益的機能を持ち、住民生活とも密

接にかかわっています。こうした森林の多様な機能を

認識し有効に活用していくため、適切に整備を進めて

いくことが求められます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

計画的な育林や振興基盤の整備を推進し、森林が持

つ公益的機能の保持に努めるとともに、観光や交流の

場としての積極的な活用を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

①林業生産基盤の整備 

  国や県等による林道開設を促進し、林業生産基
盤の整備に努めます。 

  森林病害虫等防除事業や適切な人工林の間伐、
広葉樹混在の豊かな森林の育成などを推進し、

森林の保全・育成に努めます。 

 

②林業経営の安定化 

  森林組合や林業事業者、林業従事者への指導や
活動支援を行い、健全な林業生産活動を促進し

ます。 

  特用林産物（シイタケ、ナメコ、山菜等）の生
産団地化を促進します。 

  間伐材や製材端材などの木質バイオマス資源を、
地産地消型のエネルギー源として有効活用する

ことを検討します。 

 

③ 森林公園・自然公園の再整備 

  水源かん養や防災に配慮しながら、スポーツ・
レクリーションや自然観察、健康増進（リハビ

リテーション）など、多様なニーズに対応した

森林公園、自然公園の再整備を検討します。 
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３３．．商商業業・・ササーービビスス業業のの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の商業は、これまで隣接する会津若松市の商業

集積に大きく依存しており、今後幹線道路沿いの商業

集積が拠点的に展開され、広域的に集客力が高まる施

設が立地することも予測されます。 

その一方、地域に密着した商店は、商店数、年間販

売額とも縮小傾向にあり、平成16年の商店数は 317

まで減少しており、空き店舗の増加など空洞化が進み

活力が停滞しています。 

今後は、農業や観光との連携による観光客向けの商

店街整備や、住民ニーズに応えられる商品の品揃えや

接客対応、ＩＴ時代に適応したサービスの拡充などが

課題となっています。また、子どもや高齢者等の生活

に密着した地域の商業環境の充実も重要な課題であり、

中小商業者への支援などにより地域の生活利便性を高

める商店づくりとともに、買い物しやすい環境づくり

を進めることが必要となっています。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地域に密着した商店の振興やサービスの充実を図る

とともに、魅力ある商業・サービス施設の整備を推進

し、住民の生活利便性の向上につながる魅力ある商業

環境を形成します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 魅力的な商業地づくり 

  中心市街地活性化の計画に基づき、市街地整備
と連動した駐車場や駐輪場の確保、安全で快適

な歩行空間の整備やバリアフリー化、共同店舗

化、消費者ニーズに沿った業種の誘導など、魅

力ある商業地づくりを促進します。 

  高齢者の増加や女性の社会進出などの社会情勢
に応じたサービスの充実を図ります。 

  ＩＴの積極的な活用と高付加価値化などにより、
住民、事業者、行政が一体となって地域産品の

消費拡大を推進します。 

  本町の商業活性化を担う人材や組織の育成に努
めます。 

 

② まちなか居住の推進 

  市街地の空洞化を抑制するために、公園や下水
道の生活基盤施設の充実を図りながら、まちな

か居住を誘導します。 

 

③ 経営指導体制の充実 

  商工会組織がおこなう経営改善、人材育成活動
への助成を、商工会等関係団体との連携のもと

指導体制の充実を図ります。 

 

④ 制度資金の導入 

  経営改善、近代化を図るために、低利で長期の
安定的な制度資金を円滑に供給するとともに、

町としても商工会との連携のもと制度資金の活

用について積極的に推進します。 
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４４．．工工業業・・地地場場産産業業のの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の工業の特徴としては、窯業が県内外でも有名

で、窯業に関連する碍子製造は地場産業として古くか

らこの地に根付いており、近年では電気機械器具や精

密機械器具関連産業の進展がみられます。しかし、中

小規模の工場が多く、停滞する経済状況の中で経営は

厳しい状況にあります。 

工業の一層の発展を図るためには、長期的な産業振

興のビジョンを明確にしたうえで、整備が予定されて

いる新たなスマートインターチェンジ、工業用地や豊

富な水資源などの有効活用と、地場産業や主力の電気

関連産業の経営の安定化と健全な育成を図り、地域産

業を活性化していく必要があります。また、先端技術

産業や福祉産業等の新たな企業の誘致と支援、既存産

業と新たな産業との連携、会津大学などとの産学の連

携、意欲あふれる起業家への支援なども含め、本町の

特性や社会のニーズ等を的確に捉えた産業振興策を進

めていく必要があります。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

既存企業の体質強化や情報化などを一層積極的に支

援しながら、広域交通条件を活かした企業の誘致・育

成に努めます。 

また、農業や窯業などの地域特性を活かした、付加

価値があり競争力の強い産業の育成に取り組みます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 新規優良企業の誘致活動の推進 

  新たな事業者や工場の進出の奨励につながる優
遇措置を充実し、福祉や環境、ＩＴ関連産業、

研究開発など優良な事業者や工場の誘致に努め

ます。 

 

② 工業団地整備の推進 

  磐越自動車道に整備を進めているスマートイン
ターチェンジを活かして、既存の工業団地の整

備と販売促進を図り、新規企業立地の誘致に努

めます。 

  工業誘致に関する支援策について検討します。 
 

③ 地場産業の振興 

  会津本郷焼に代表される特色のある地場産業の
振興を図るため、後継者の育成や外国向けの製

品開発、産学連携、販売や研究の拠点となる施

設の整備などに取り組みます。 

  インターネットや展示会などを通じた積極的な
情報発信を行います。 

 

④ 新たな地域産業の活用 

  農水産業及び商工業者との異業種間交流の機会
をもち、地場産品を活用した特産品の開発等を

図り、新たな地域産業の創出を目指します。 

  新たな特産品の開発等を行う、研究開発体制、
拠点施設の整備について検討します。 
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５５．．観観光光産産業業のの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

 

本町及び会津地方は、歴史的観光資源を数多く有し

ています。1400 年の歴史を持つ伊佐須美神社、東北

最古の焼物といわれる会津本郷焼、野口英世ゆかりの

中田観音をはじめ、特筆に値する歴史的・文化的観光

資源が各町村に点在しており、年間約140万人を超え

る観光客が訪れています。 

近年は心のゆとりが重視されるなか、体験や学習を

伴う観光、自然とのふれあいや心身のいやしを求める

観光など、観光に対するニーズは多様化しています。

緑に囲まれた自然豊かな土地と、自然の恵みによって

つくられる農作物、歴史・文化、産業資源、温泉、食

文化等を生かした体験・交流型、滞在型の観光地とし

て、日本国内に限らず海外にまで情報発信し、もてな

す観光地づくりが重要となっています。 

また、隣接する下郷町の大内宿には一年を通して観

光客が訪れており、近隣市町村との広域観光に対する

取り組み、観光資源の保全活動等がより一層必要とな

っています。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

豊かな自然環境や農業資源など本町の特色を活かし

た観光施設の充実を図るとともに、地域の資源や人材

を活かした推進体制の整備を図り、住民や来訪者が会

津美里の魅力を満喫できるような観光振興を推進しま

す。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 観光交流拠点の整備・充実 

  本町の自然や歴史・文化、食文化、地場産業、
温泉、スマートインターチェンジ等を最大限に

活かして、新しい町の観光交流拠点となるミュ

ージアム※や道の駅※の整備について検討します。 

  観光客の利便性を高めるために、駐車場などの
サービス施設の充実を図ります。 

 

② 観光・交流活動のネットワーク化 

  町内の観光・交流資源をネットワークする周遊
ルートの整備を図ります。 

  地域住民・事業者と連携し、テーマや年齢層に
応じた魅力的なツアーを開発するとともに、特

色ある観光・交流イベントの開催促進、統一デ

ザインによる案内板の整備など、地域の特徴を

活かしたもてなしのまちづくりを進めます。 

  観光都市としてあいさつや道案内、情報提供な
ど、町全体で観光客をもてなす意識の醸成に努

めます。 

 

③ 広域観光の推進 

  周辺自治体と連携した会津地域としての広域観
光振興施策、観光ルートづくりを推進します。 

  観光振興を担う観光協会等関連団体の育成・支
援を図ります。 

 

④ 観光推進体制の充実 

  観光ガイドやパンフレットの作成、インターネ
ットなど各種メディアの有効活用などにより、

宣伝・情報発信を強化します。  

  本町を訪れる観光客などに対して、まちの案内、
観光資源の紹介や説明などを行う観光ボランテ

ィアの育成を支援します。 

 

※ミュージアム 

 博物館、美術館 

※道の駅 

 一般道路に設けられた、高

速道路のパーキングエリア

のような休憩施設 
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６６．．雇雇用用機機会会のの確確保保とと安安定定 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、社会経済情勢の低迷が続くなかにあって、雇

用情勢も厳しさを増しています。また、少子高齢化が

進み、若年労働力の減少が見込まれており、活力ある

地域社会を維持し発展していくためには、安定した雇

用の確保が重要な課題となります。さらに、就職就学

期にあわせた若年世代の人口の転出も多く、人口の町

外流出を抑制し、新たな労働人口の町内流入を促進す

るうえでも、企業の誘致や新たな産業の振興など雇用

の充実を図ることは極めて重要になります。 

一方、ライフスタイルの多様化や余暇時間の増大な

どにより、心の豊かさやゆとりを重視した生活の実現

が求められており、男女の働き方の見直しや子育てと

仕事の両立、勤労者福祉の充実などの要請も高まって

います。 

そのため、こうした住民ニーズに的確に対応した労

働環境を確保するとともに、健全な労働力の確保や労

働意欲の向上に資する勤労者行政を推進していく必要

があります。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

若者の定着や他地域からの人口流入を促進するとと

もに、少子高齢社会に対応したまちづくりを進めるた

め、雇用の場の創出と働きやすい労働環境の確保を進

めます。 

 

58



（（３３））施施策策内内容容  

 

①新たな産業の育成・起業支援 

  福祉サービスなど身近な地域を対象としたコミ
ュニティビジネスの育成やベンチャー企業※な

ど地域経済の活性化につながる起業を支援しま

す。 

  新たなビジネスチャンスを生む異業種交流の機
会を充実するなど、新しい分野や新たな市場の

開拓をめざす既存企業の積極的な取り組みを支

援します。  

 

② 雇用対策の充実 

  人口の定着化を促し若年層の町外流出を抑制す
るため、計画的に産業振興を推進し、安定した

雇用の場の確保に努めます。 

  ハローワーク等と連携し、Ｕ・Ｊ・Ｉターン向
けの雇用情報の提供や雇用相談を実施し、就業

機会の拡大に向けた取り組みを推進します。 

 

③ 労働環境の向上 

  勤労者が安心して働くことができるよう、環境
の整備に努めます。 

  労使関係の安定化、男女共同参画社会の実現、
働きがいのある職場づくりをめざし、職場環境

の向上について事業所に対して働きかけます。 

※ベンチャー企業 

新たな技術や高度な知識

をもとに、創造的・革新的

な事業を展開している創業

後まもない企業。 
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１１．．保保健健・・医医療療体体制制のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

生活習慣、生活環境の変化に伴い、「がん」「脳血管

疾患」「心疾患」等の生活習慣病が増加し、これによる

死亡割合は男女とも高い割合を占めています。また、

若い年齢層でも肥満や高血圧等の有所見者の割合が増

えることで、今後はメタボリック症候群※の増加も予測

されます。これに対し、早期発見と早期治療により疾

病の進行の防止、住民一人ひとりの健康づくりや生活

習慣の改善への意識の高揚が求められます。 

また、医療に関する要求が高度化、多様化していま

すが、町内には総合病院がなく、町外の医療機関に大

きく依存しています。住民の医療ニーズや救急・休日・

夜間の医療にも対応できるよう、町外の総合病院と連

携した医療体制の充実を図っていく必要があります。 

高齢社会をむかえ老人医療費の増大は、健全な行政

運営にも影響を及ぼす問題であることから、健康増進

や早期発見・早期治療、リハビリテーションに至る一

貫した質の高い地域保健医療の提供が求められます。 

母子保健については、低出生体重児の増加、乳幼児

期の育児不安の増大等、母子をとりまく環境の変化に

伴い、母子保健についても多くの課題がみられます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

保健・医療に関するビジョンのもと、住民が生涯に

わたり健康で豊かに暮らせるよう、温泉を利用した健

康づくり、健（検）診や相談体制、健康や食生活に関

する情報提供の充実を図ります。 

また、質の高い地域保健医療が提供できる体制の整

備・充実を図るとともに、広域的な連携による地域医

療体制や救急医療体制の充実を図ります。 

 

健やかで優しい福祉のまち 

※メタボリック症候群 

肥満・高血糖・高中性脂肪

血症・高コレステロール血症・

高血圧の危険因子が重なっ

た状態。複合することによっ

て糖尿病・心筋梗塞(こうそ

く)・脳卒中などの発症リスク

が高まる。高カロリー・高脂肪

の食事と運動不足が原因。 

第３章 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 温泉を活用した健康づくり 

  健康づくりへの意識の高まりを踏まえ、温泉を
活かした独自の健康づくり環境の構築に取り組

みます。 

 

② 地域医療の充実 

  医療機関と連携した健康診査体制などの充実を
図るとともに、健康増進、疾病予防、早期発見、

早期治療、リハビリテーションに至る一貫した

質の高い地域保健医療が提供できる体制づくり

を進めます。 

 

③ 救急医療体制の充実 

  住民が必要な時に適切な医療を受けることがで
きるように、夜間・休日の医療体制を、近隣市

町村と連携し、広域行政のなかで充実を図って

いきます。 

 

④ 保健基盤の充実 

  検診、健康診査、保健指導、機能回復訓練等、
保健サービスの充実を図るため、地域における

健康づくりの拠点の機能拡充を進めます。 

 

⑤健康増進事業の充実 

  生活習慣病の発症を予防し、早世（65歳未満の
死亡）の減少の実現に向けて、適正な生活習慣

への改善を支援します。 

  子どもから高齢者までが、生涯を通じてスポー
ツ・レクリエーションなどを楽しみ、自主的に

健康づくりに取り組めるよう、健康増進施設の

充実を図り、多様な健康づくりの機会を創出し

ます。 

 

⑥母子保健対策の充実 

  関連機関との連携を密にし、地域における母子
保健施策等をきめ細やかに講じます。 
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２２．．地地域域福福祉祉のの推推進進 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

核家族化の進展やひとり暮らしや高齢者世帯の増加、

地域住民のつながりの希薄化など、地域社会のあり方

が変化しています。また、高齢者や障がい者など社会

弱者の方々が地域での支援を必要としています。こう

したなか、住み慣れた家や地域で安心して生活するた

めには、人にやさしいまちづくりの推進とともに、地

域と連携したきめ細やかなサービスの充実と、地域住

民がパートナーシップ※という共通認識を持つことが

必要とされています。 

地域福祉が担う役割はさらに重要性を増すことから、

住民自らが主体的に福祉活動を行うことにより、住民

が地域のなかで安心していきいきと自立した生活を送

ることができる地域づくりを目指し、地域福祉活動の

一層の充実を図っていく必要があります。 

また、社会経済の低迷により就業機会が減少するこ

とにより、失業等の生活不安や生活困窮にいたる世帯

が増えることが予測されます。このような生活困窮世

帯に対応した低所得者福祉の充実が求められます。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地域住民の多様な福祉ニーズに対し、ボランティア

の育成や福祉教育の推進などに努めるとともに、地域

社会の連帯意識を醸成し、ともに生き、ともに支えあ

う地域社会の構築を図ります。 

社会福祉協議会活動を支援するとともに、社会福祉

事業者、福祉団体などとの連携により積極的な地域福

祉活動への参加を促し、各種福祉推進体制の強化を図

ります。 

※パートナーシップ 

協力関係。共同。提携。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

①地域福祉活動の推進 

  今後の地域福祉を総合的に推進する上で大きな
柱になる地域福祉計画に基づき、多様化する福

祉ニーズに応え、複雑多岐にわたる福祉サービ

スを適切に提供するため、地域福祉計画に基づ

き、地域住民と一体となった地域参加型の福祉

活動を推進します。 

  民生委員・児童委員、社会福祉協議会との協調
を図りながら、地域における福祉エキスパート※

の養成を支援します。 

 

② 福祉ボランティア等の強化・育成 

  地域住民同士での支えあいによる福祉活動を促
進するため、ＮＰＯやボランティアなどの育成

及び活動支援を行います。 

 

③ 低所得者福祉の推進 

  社会福祉協議会や地域民生委員と連携を密にし、
低所得者や生活困窮者の実態把握に努めるとと

もに、生活福祉資金制度などを活用し低所得者

の自立を支援します。 

 

④ 人にやさしい福祉のまちづくり 

  公共施設をはじめとして、多くの人が利用する
施設等のバリアフリー化はもちろんのこと、ユ

ニバーサルデザインの理念の啓発により、誰も

が安全で便利で快適な住みよい福祉のまちづく

りを推進します。 

 

※エキスパート 

ある分野に経験を積ん

で、高度の技術をもってい

る人。専門家。熟練者。 

63



 

 

 

 

 

 

 

３３．．子子育育てて支支援援施施策策のの推推進進 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

少子化や核家族化の進展、女性の社会進出、結婚や

子育てに対する意識の多様化など、子育てに対するニ

ーズが多様化し、子どもを取り巻く環境が大きく変化

しています。次代を担う子どもたちが心身ともに健や

かに生まれ育つことの重要性が高く認識されるように

なり、家庭と地域が一体となり、若い世代が安心して

子どもを産み、育てていくことができる環境づくりが

これまで以上に求められています。また、子育てに対

する不安や負担から、身体的暴力など児童虐待につな

がることもあり、各機関が連携を密にして、適切に対

応していく必要があります。 

平成 17 年現在、町内には保育所（園）が公立５ヶ

所、私立１園が配置されており、通常保育をはじめと

する各種の保育サービスを提供しています。しかしな

がら、家族形態の変化などに伴い保育ニーズは一層多

様化してきており、保育の質の向上に向けた取り組み

を進めていくことが求められます。 

年々増加しているひとり親家庭では、社会的・経済

的な制約のなかで子どもを健全に育てることを両立し

ていかなければならいため、経済的な負担を軽減する

とともに、精神的な面での支援が必要とされています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

少子化傾向の緩和を図るため、総合的な子育て支援

施策を推進し、家庭、地域、事業者、行政の相互協力

により子育てしやすい環境づくりを進めます。 

また、社会情勢の変化に対応した援助体制の充実を

図り、ひとり親家庭の生活の自立と健康な生活の実現

を支援します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 子育て支援環境の充実 

  子育て支援に関する計画に基づき、安心して子
どもを生み、育てられるよう、出産や子育てに

かかる経済的な負担を軽減するための支援を行

います。 

  被虐待児童とその家族を援助し、早期発見、早
期対応及び発生防止に努めます。 

 

② 子育てに関する情報発信 

  子育てに関する情報の収集･発信を進めるとと
もに、育児不安の解消や保護者同士の交流を図

り、地域が一体となった子育てサークルの充実

に努めます。 

 

③ 保育サービスの充実 

  延長保育※の実施箇所や受入人数の拡大、実施時

間帯の延長を進めるとともに、乳児保育や障が

い児保育、一時保育など保育サービスの充実に

努めます。 

  幼稚園・保育所の一体化、総合施設化など利用
者の視点に立った保育及び幼児教育体制のあり

方を検討し、保育所（園）の再編・再整備を図

ります。 

 

④ 児童館、児童公園の整備 

  児童の健全な育成を図るため、児童館や未利用
の施設・空き教室の有効活用による児童クラブ

の設置など放課後児童対策の充実を図ります。 

また、遊び場や多目的広場、児童公園等、子ど

も達が安心して遊べる場所の整備を進めます。 

 

⑤ ひとり親家庭への支援 

  福祉事務所を中心に国・県・町の制度を最大限
に活用し、ひとり親家庭の自立を支援します。 

 

※延長保育 

保育所で、通常の保育時

間を延長して行う保育。女性

就労の増加や就労形態の変

化に対応するもの。 
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４４．．高高齢齢者者施施策策のの充充実実 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の高齢化率は、平成17年現在29.3％となって

おり、今後も高い高齢化率が見込まれます。老人福祉

施設や老人保健施設の充実を進めるなど高齢者施策の

推進に取り組んできましたが、本格的な高齢社会をむ

かえ、介護を必要とする高齢者、さらに高齢者単身世

帯や高齢者のみの世帯が増加傾向にあり、家族介護だ

けでは困難な状況や、サービスの提供が対応しきれな

くなっている状況も見うけられます。 

今後は介護保険制度の基本理念である高齢者の生

活・人生を尊重し、できる限り自立した生活を送るこ

とができるよう、介護予防サービスの展開も含めた高

齢者施策の充実をさらに進めていく必要があります。 

また、高齢者がいつまでも健康を維持し、生きがい

を持っていきいきと生活できる地域づくりや充実した

サービスの提供が必要であり、住み慣れたまちで、地

域全体に支えられながら安心して安定した生活を送る

ことができる社会づくりを進めていくことが求められ

ています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

高齢者が自立して安定した生活を維持し、地域で生

きがいを持って生活できるよう、福祉施設の整備やよ

り良い福祉サービスの提供を進めます。 

また、高齢者の豊かな知識や経験を活かした活動機

会の創出など、生きがいづくりを推進します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

①高齢者の自立支援 

  介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画などの
計画に基づき、適正な高齢者の自立支援を行い

ます。 

  介護予防事業の展開により、高齢者自らの生活
意欲を高め、状態の改善又は重度化の予防を図

ります。 

  介護保険の認定対象外となった高齢者に対して、
要支援・要介護状態へと進行しないために、介

護予防・生活支援型サービスの事業の実施を図

ります。 

  高齢者が住み慣れた住まいで安心して生活でき
るように、高齢者が住みやすい住まいづくり、

支援の体制づくりなど、各種の生活支援サービ

スを推進します。 

 

② 介護保険サービスの充実 

  高齢者が自らの選択に基づき、良質な介護サー
ビスを利用できるようにするために、地域にお

いて必要な介護サービスを量と質の両面にわた

って確保に努めます。 

 

③ 高齢者関連施設の整備と活用 

  既存の高齢者関連施設の活用を図るとともに、
ニーズに応じた新たな高齢者福祉施設整備を進

めます。 

 

④生きがいづくり 

  学習やスポーツ活動の充実、就労支援など、地
域の高齢者が生きがいを持って生活できるよう

な機会の提供や場所づくりを進めます。 
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５５．．障障ががいい者者施施策策のの充充実実 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、核家族化などの家族形態の多様化と介護者の

高齢化により、障がいを持つ方への介護力の低下がみ

られます。障がい者福祉の基本的な方向として、施設

福祉ではなく地域で自立して生活を目指す方向に進ん

でいますが、支援のための施設や就労の場が不足して

いるため、地域での生活が困難となっている状況もみ

られます。また、障がいについて、特に精神障がいや

難病を持つ方に対して偏見が残るなど地域住民の理解

が得られないことも大きな課題となっています。 

今後は、障がいのある人もない人も、お互いに支え

あい、障がい者が社会の一員として快適な生活が送れ

るような社会をめざし、ノーマライゼーション、リハ

ビリテーションの実現を進めていく必要があります。 

また、まちづくりにおいては、誰もが等しく住みよ

い社会を実現するというユニバーサルデザインの考え

方が重要になります。このため、公共施設のバリアフ

リー化などハード面の整備はもとより、住民一人ひと

りの思いやりの気持ちを醸成するなどソフト面におい

てもユニバーサルデザインを浸透させていくことが求

められます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

ノーマライゼーション、リハビリテーションの理念

のもと、障がい者の自立と社会参加を支援するととも

に、在宅福祉の充実を図り、障がい者が地域のなかで

健常者とともに助け合いながら安心して暮らせる地域

社会の実現をめざします。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 障がい者の自立支援 

  日常の生活を支える各種支援サービスの充実、
相談体制や学習機会の充実などを図り、家庭や

地域における障がい者の安心で自立した生活を

支援します。 

  障がい者の社会参加意識を高揚し、地域におけ
る交流活動や就業を支援します。 

  障がい者に対する住民の理解を啓発し、ＮＰＯ
やボランティアとともに地域で支えあう福祉の

まちづくりを推進します。 

 

② 障がい者福祉施設の充実 

  身体障がい者(児)の通所型施設とともに、自宅で
の生活が困難な知的障がい者や精神障がい者が

自宅同様に安心して生活できるグループホーム

の整備を検討します。 

 

③ 生活の質の向上 

  障がい者の生活の質の向上を図るために、ボラ
ンティアの育成や支援費制度の充実、年金・手

当や扶助・割引などの諸制度の周知徹底、専門

家による権利擁護など相談体制の強化に努めま

す。 

 

④ 作業所等の充実による就労機会の拡充 

  障がい者の自立を支援する授産施設の充実とと
もに、障がい者の就職と職場定着の促進を働き

かけます。 
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６６．．社社会会保保障障のの充充実実 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

すべての住民が健康で文化的な暮らしを営むことが

できるよう、低所得者に対する自立のための相談・指

導体制、生活保護制度の充実、さらには、住民の健康

の保持及び福祉の増進を図るための、医療給付事業の

適切な運用が求められています。 

国民健康保険については、近年、加入者に対する低

所得者や高齢者、ひとり親家庭の割合が増加し、疾病

の多様化、医療技術の高度化、多受診などにより、医

療費が高額化しています。健全な保険制度運営を図っ

ていくためには、制度の周知と理解を促し適正な賦課

と収納率の向上に努め、保険財政の安定化を図り、医

療費の適正化を進めていく必要があります。 

国民年金制度は、老後生活の基礎的な収入を支える

重要な制度ですが、近年は少子高齢化が急速に進展す

るなかにあって将来の受給に不安を抱く人が増え、未

加入・未納者の増加が問題となっています。安定した

制度運営のためには、保険者である国との協力・連携

のもと、制度の周知徹底など啓発を図っていく必要が

あります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

すべての住民が健康で文化的な生活が営めるよう、

各種社会保障制度の健全経営と、それに基づくサービ

スの充実を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 低所得者に対する相談・指導体制の充実 

  低所得者の社会経済的な自立を支えるため、相
談・指導体制の充実とともに、生活保護制度の

適切な運用を図ります。 

 

② 医療費の適正化 

  国民健康保険制度の長期的かつ安定的な運営に
ついては、高齢化等により高騰する医療費を抑

制することが第一であるため、重複受診や多重

受診者に対する訪問指導など受診回数の軽減を

図るとともに、予防事業の充実や健康志向の普

及活動等を進めます。 

 

③ 国民健康保険税収納率の向上 

  国保財政の健全化に向けて、国保未加入者の的
確な捕捉と被保険者の正確な把握に努めます。 

 

④ 介護保険制度の安定経営 

  介護保険※サービスの充実、適正かつ迅速な要介

護認定など介護保険事業の充実を図るとともに、

健全財政の堅持を基本に、安定的な経営に努め

ます。 

 

⑤ 社会保険制度の理解と周知徹底 

  年金や医療、介護など社会保険制度について住
民の理解と信頼を深めるため、啓発冊子や広報

誌などにより内容の周知に努めます。 

※介護保険 

高齢者などの介護を公的

に保障するための社会保険。

公費および被保険者（40 歳

以上の国民）の保険料を財源

として，被保険者が介護を必

要とする状態と認定された場

合に，介護サービスなどの給

付を受ける。 
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１１．．生生涯涯学学習習社社会会のの形形成成  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

余暇時間の増大や生活水準の向上、高齢化の進行、

情報化の進展など社会状況が変化するなかで、一生涯

にわたって学習し続ける重要性が提起されています。 

本町では、公民館などの社会教育施設を拠点として、

学習機会を提供し学習活動を推進していますが、今後

も多様化、高度化する学習ニーズに対応できるよう学

習環境の整備と拡充、学校教育施設とのネットワーク

化を図っていくことが求められます。 

また、住民のさまざまな課題や多様化・高度化する

ニーズに対応するために、だれでも、いつでも学べる

生涯学習の理念に基づいた社会教育活動を推進するこ

とが重要です。 

国際社会を向かえて、諸外国の歴史・文化などを学

ぶ機会、さらには国際的な視野を持つ人材を育成する

プログラムなど、国際感覚を養っていくことが望まれ

ます。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

学習意欲や興味に応じて住民が生涯を通じて、いつ

でも・どこでも・だれでも主体的に学ぶことができる

質の高い学習環境の創出を図ります。 

また、学習の成果が地域のまちづくりや国際交流、

教育、人材の育成などにつながるよう、地域・学校・

家庭の連携を強化します。 

 

 

学びと楽しさの文化のまち 

第４章
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 生涯学習施設の整備 

  「いつでも、どこでも、だれでも」が学ぶこと
ができるよう、文化ホールや図書館、交流スペ

ースなど複合的な機能を備えた生涯学習・文

化・交流拠点施設の整備を検討します。 

 

② 生涯学習支援体制の充実 

  生涯学習推進計画に基づき、子どもから高齢者
まで幅広い学習ニーズを充足するために、各種

学級・講座の充実を図ります。 

  指導者の育成や広報、ホームページ等による情
報の提供などの支援体制を構築します。 

 

③ 国際交流活動の推進 

  異文化を受け入れることができる国際感覚を養
い、また、国際理解を深めるため、国際理解学

習や語学講座の充実を図ります。 

  小中学生を対象として、外国へのホームスティ
やホスト体制づくりなど国際交流体制の整備を

行います。 
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２２．．学学校校教教育育のの充充実実 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

命を大切にする教育や基礎的・基本的な学力の定着

など教育の今日的課題が多くあり、その解決のため、

教育内容を一層充実させ「生きる力」を育成していく

必要があります。また、本町の自然や歴史、風土、地

域の人材等を生かした特色ある教育・特色ある学校づ

くり、国際化、情報化、環境問題、人権尊重、ボラン

ティアをはじめとする様々な課題に主体的に対応でき

る力や豊かな心を育む教育の一層の推進が求められて

います。 

学校教育を取り巻く環境は、いじめや虐待、不登校、

少年犯罪の増加など子どもの心の教育の重要性が増す

など、大きな変化に直面しており、子どもを狙う凶悪

犯罪や地震等の災害に対する安全性の確保も重要な問

題となっています。こうした課題に対応していくため

には、学校の透明性を確保し、学校と家庭、地域が一

体となって教育内容を充実するとともに、耐震性の確

保や防犯設備の充実など学校施設の整備・改善を進め

ていく必要があります。 

旧町村単位にある給食センターについては、統合に

よる新たな施設整備が求められています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

生涯を通じて学び続ける創造性豊かな子どもたちを

育成するため、生徒の自主性を尊重しつつ社会性を高

め、学ぶことの楽しさや喜びを感じられる教育を推進

します。 

また、安心して学ぶことのできる環境づくりや情報

化や国際化などの社会に柔軟に対応するための教育の

充実を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 教育改革の実施 

  完全学校週５日制、総合的な学習の時間等の教
育改革の趣旨を踏まえ、豊かな人間性を育てる

ための教育を目指し、各教科の指導内容・指導

方法の工夫改善を図り、一人ひとりの個性を生

かす教育の実現に努めます。 

 

② 就学前教育の充実 

  幼児教育の一層の充実を図るため、就学前の教
育・保育を一体として捉え、一貫して提供する

仕組みを検討するとともに、幼稚園と保育所

（園）さらに幼稚園と小学校の連携のあり方を

含めて、幼児期における家庭や地域における教

育について、幅広い観点から子どもを育てる環

境の整備を推進します。 

 

③ 学校の安全対策の実施 

  老朽化した学校施設の耐震診断等を行い、大規
模改造や構造的補強・内部改修を図ります。 

  不審者や変質者による被害を未然に防止するた
めの防犯対策を強化します。 

 

④ 教育関連施設の整備と活用 

  地域の実情に応じた学校の統合とともに、空き
教室の活用方策について検討します。 

  給食センターの統合整備について検討します。 
 

⑤ 情報化・国際化への対応 

  パソコンを使った情報教育や、外国語講師の
小・中学校への計画的派遣などを行い、情報化・

国際化に対応した教育を推進します。 

 

⑥ スクールバスの運行 

  子どもたちの通学手段であるスクールバスの運
行の充実に努めます。 
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３３．．生生涯涯ススポポーーツツのの振振興興 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

生活の利便化や余暇の増加・少子高齢が進むなか、

住民の健康づくりへの関心はいっそう高まりを見せて

おり、スポーツに親しむことは、心身ともに健康で活

力ある生活をおくるうえで重要であり、スポーツが果

たす役割はますます大きくなっています。 

本町では、体育館（３箇所）、陸上競技場（１箇所）、

多目的広場（４箇所）などの運動施設が整備されてお

り、また生涯スポーツ推進体制を支える体育指導、ス

ポーツ少年団等の組織・活動の整備が着実に進み、町

全体及び各地域において住民参加のスポーツ行事を実

施するなどスポーツの場を提供しています。競技スポ

ーツだけではなく生涯スポーツ※の普及により子ども

から高齢者まで気軽にスポーツに親しむ土壌ができつ

つあります。 

一方、指導者の不足やスポーツアスリート※の育成、

老朽化対策など施設の安全性の向上、スポーツニーズ

に応じた施設の充実など課題も残されています。また、

健康づくりから本格的な競技スポーツに至るまでスポ

ーツに対する住民ニーズはますます多様化し、社会環

境が変化するなか、地域性を活かした総合型地域スポ

ーツクラブの設立も求められています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

スポーツを通した交流機会の充実、指導者の育成や

施設の整備等を図り、子どもから高齢者までだれもが

手軽にスポーツライフを楽しめる環境づくりを進めま

す。また、生涯スポーツを支える施設の安全性の向上

や施設整備の充実、世界に通用するスポーツアスリー

トの育成についても取り組みます。 

※生涯スポーツ 

だれもが生涯の各時期に

わたって、それぞれの体力や

年齢、目的に応じて、いつで

も、どこでもスポーツに親しむ

こと。 

※スポーツアスリート 

 競技者 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① スポーツ施設・管理運営体制の充実 

  スポーツニーズに対応した施設の充実や、安心
してスポーツ施設を利用できるよう施設の耐震

診断及び改修事業を進めます。 

  スポーツ施設の有効利用を図るため、公民館や
インターネットなどでも利用手続きができるよ

う、管理運営から利用に至るまでの一連のシス

テム化を進めます。 

 

② 生涯スポーツの振興 

  住民の幅広く多彩なスポーツニーズにこたえ、
適切な指導が行えるように、各種講習会、研修

会などの充実により、スポーツ指導者の養成と

指導力の向上を推進します。 

  幼児から高齢者までだれもがいつでも気軽にス
ポーツ・レクリエーションを楽しむことができ、

健康の維持、増進を目的としたスポーツ・レク

リエーションの積極的な取り組みを推進します。 

  総合型地域スポーツクラブの設立に向けた取り
組みを推進します。 

 

③ 競技スポーツの強化 

  競技団体、少年スポーツクラブ等の競技力向上
のために、指導者の資質（知識、技術）の向上

のための研修や体育協会の組織力を強化し、ス

ポーツ選手の育成・強化に努めます。 
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４４．．青青少少年年のの健健全全育育成成  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

都市化の進展、核家族化や少子化など家庭を取り巻

く社会情勢が変化するなか、家庭や地域の教育機能が

低下するとともに、青少年の意識や行動形態が大きく

変化し、いじめや不登校、非行、少年犯罪の増加や低

年齢化など青少年を取り巻く問題は深刻さを増してい

ます。 

本町では、青少年の健全な育成を図るための取り組

みを継続的に実施しており、少年非行の防止など一定

の成果はみられますが、今後も、地域の教育力を更に

高め住民一人ひとりが家庭や地域社会の役割と責任を

十分に認識し、家庭・地域・学校が一体となって乳幼

児期からの健全育成を図っていく必要があります。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

21 世紀を担う青少年が自らの役割と責任を自覚し、

自己の能力を伸ばし、自己実現に向けて主体的に行動

できる条件整備を進めます。また、家庭・学校・地域

社会が一体となって、健康で豊かな心と体をもつ青少

年の育成を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 地域ぐるみの健全育成活動の推進 

  家庭・地域・学校の連携による地域ぐるみで取
り組む青少年の健全育成活動の推進と充実を図

ります。 

  青少年の非行防止を図るため、PTA・教育委員
会・警察等が連携を強化し、有害環境浄化活動、

非行防止活動、補導活動を推進します。 

 

② 多様な社会活動等への参画機会の拡充 

  子どもが団体活動を通じ、仲間づくりや地域の
一員として自覚を高めることができるように、

子ども会などの少年団体活動の活性化を図りま

す。 

  青少年が、社会人として自覚と関心を高め、豊
かな心を育むことができるように、環境美化活

動・ボランティア活動・世代間交流活動など、

地域活動への参加を促進します。 

 

③ 家庭教育の推進 

  基本的な生活習慣や豊かな人間性が育まれるよ
う、家庭の教育力向上と乳幼児期からの心の教

育の推進を図ります。 
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５５．．地地域域文文化化のの継継承承とと創創造造  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、心の豊かさを求める住民意識が高まるなか、

人生にたのしみと潤いをもたらすものとして、地域独

自の文化・芸術に対する関心も高まっています。こう

した機運を背景として、地域に根付いた芸術文化活動

がさらに活発に行われるよう、質の高い芸術文化に接

する機会を提供するなど、住民ニーズに応じた文化・

芸術活動の活性化を促していくことが求められます。 

伝統文化や文化財は、人々の営みのなかで生まれ、

育まれ、私たちに守り伝えられてきた貴重な財産です。

本町には、会津の総鎮守・会津文化発祥の地として名

高い伊佐須美神社をはじめ、町内に数多く存在する貴

重な文化財や歴史風土、郷土芸能、伝統行事、祭りな

どが保存・継承されており、これらを次世代に受け継

いでいくことが必要です。 

また、文化・芸術活動を継承し、活動を支える場づ

くりや、その企画・運営方法の充実を図る必要があり

ます。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

幅広い芸術・文化活動、民俗芸能などの伝統文化継

承活動を支えるとともに、本町の歴史資源の発掘と保

全を図ります。 

また、地域で育まれてきた貴重な歴史・文化を後世

に継承していくために、施設整備や収集事業などに取

り組みます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 各種芸術・文化団体の育成・支援 

  文化芸術に関する情報の収集と提供に努めると
ともに、文化団体に対する支援を充実し、住民

の文化・芸術に対する意識の啓発や活動の振興

を図ります。 

 

② 文化財の発掘と啓発 

  地域文化の保存・伝承に努めるとともに、各地
域に潜在している歴史・民俗資源を発掘します。 

  生涯学習や学校教育などを通じて、地域文化に
触れる機会を充実し、周知啓発を図ります。 

 

③ 歴史・文化資源の保全と活用 

  本町の歴史・文化を伝える資源については、適
正な管理による保全を図るとともに、観光的に

活用できる資源については、積極的な活用を検

討します。 

 

④ 伝統文化や行事の保全・継承 

  伝統文化の保護・保存に向けた後継者の育成及
び支援を行います。 

  各地域で開催されてきた祭りなどの歴史的な伝
統や文化を保全するとともに、一層の充実を図

ることで新たな文化を創出していきます。 

 

⑤ 会津本郷焼収集事業の推進 

・ 県内外に流出した会津本郷焼の秀逸作品の継続

的な収集を推進します。 

 

⑥ 歴史民俗資料館の整備 

  郷土学習の場や文化財に親しむ機会の充実に努
め、町の歴史及び文化研究の拠点としての歴史

民俗資料館の整備を検討します。 
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６６．．交交流流のの推推進進  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年、交通・通信手段が飛躍的に発展し、経済活動

から個人レベルまで社会生活の様々な場面において、

人・もの・文化・情報などの交流が日本の他地域、さ

らには国境を超えて地球規模で展開されています。 

こうしたなかで本町では、旧町単位では他市町村と

の交流が行われていましたが、国外の都市との文化交

流や中学生・高校生の派遣など、国際交流はこれから

の課題です。 

その一方で、町内在住の外国人数も増加傾向にあり、

地域のあり方に少なからず変化をもたらしはじめてい

ます。そのため、住民レベルでの交流活動を充実する

など国際感覚に優れた人づくりを進めるとともに、外

国人が生活し、来訪しやすい国際化に対応したまちづ

くりが求められています。 

 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

異文化への理解を深めるよう、さまざまな国や地域

の人たちとの交流を促進し、国際感覚豊かな人づくり

を進めます。 

また、本町の魅力を全国に発信するとともに、多様

な文化や芸能などに触れる機会を創出するために、国

内都市との交流を促進します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 国際交流の推進 

  住民を対象とした海外派遣や学校における実践
的な外国語教育を推進するなど、外国の文化や

価値観に触れる機会を提供し、国際感覚に優れ

た人づくりに努めます。 

 

② 国際化への対応 

  外国語による案内やパンフレットの作成、案内
サインの外国語表記を推進するなど、在住外国

人が生活しやすく、外国人観光客が来訪しやす

い環境づくりを進めます。 

  日本語を学習できる機会の充実や通訳ボランテ
ィアの育成など、言葉による障害を取り除く取

り組みを推進します。  

 

③ 地域間交流の促進 

  これまでの姉妹（友好）都市との交流を促進し、
交流づくりに努めます。 また、国内都市との姉

妹都市や友好都市の締結を検討します。 
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１１．．計計画画的的なな土土地地利利用用のの推推進進  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の土地利用は、町域の７割以上を占める森林と

北側の平野部に形成された市街地と農地などからなっ

ています。旧会津高田町、旧会津本郷町の一部が都市

計画区域に含まれ、用途地域の指定等による土地利用

の規制と誘導を行っていますが、その他の大部分の地

域は都市計画区域外となっています。そのため、町域

の大部分において市街地の整備等に関する明確な方針

が定まっておらず、計画的な土地利用の規制・誘導が

十分に行われているとはいえない状況となっています。 

また、市街地と新規に整備される予定のスマートイ

ンターチェンジを結ぶ道路、分散している旧町村単位

の市街地相互を結ぶ道路など主要な幹線道路の周辺地

域についても、適正な土地利用の誘導が求められます。 

今後は、長期的かつ総合的な視点から本町が目指す

べき土地利用の将来像をしっかりと見据え、整備、開

発及び保全の方針を明確にし、計画的な土地利用を図

っていく必要があります。 

計画的で効率的な土地利用を図るうえで土地の実態

を正確に把握することが重要になりますが、部分的に

現在の登記内容について、土地境界の不明確、現地と

の不一致など土地の実態を正確に把握されていない状

況にあります。そのため、限りある国土の有効活用・

保全のために、地籍調査を推進する必要があります｡ 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

豊かな自然環境との調和を重視しつつ、住民の生活

環境の向上を目指すため、国土利用計画等に基づき、

適正かつ合理的な土地利用を進めるとともに、適正な

土地管理の基礎となる地籍調査事業を推進します。 

快適さと暮らし重視のまち 

第５章
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（（３３））施施策策内内容容  

① 計画的な土地利用の推進 

  土地利用や都市施設整備などを計画的に進める
ため、住民・事業者との協働による都市計画マ

スタープランを策定し、宅地化の誘導や農地の

保全、拠点形成など合理的で機能的なまちづく

りを推進します。 

  都市的利用区域と農業区域を明確にし、農用地
を確保・保全するため、都市計画と農業振興地

域の見直しや土地利用施策の方針を確立します。 

  市街地と新規に整備される予定のスマートイン
ターチェンジを結ぶ道路、旧町村の市街地相互

を結ぶ道路などの幹線道路沿道の適正な土地利

用を誘導します。 

 

② 地域の特性を生かしたまちづくりの推進 

  地域の自然環境や歴史・文化等の特性や、これ
まで蓄積してきた都市整備に関するさまざまな

経験を活かして、住民、事業者、行政との適切

な役割分担のための仕組みづくりを進め、協働

による良好なまちづくりを推進します。 

 

③ 地籍調査の推進 

  効率的な土地利用を推進するため、地籍調査事
業を進めます。 
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２２．．市市街街地地のの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

市街地中心部は旧来の商店、工場、住宅が混在して

いる状態で、商店街の不振による空店舗や人口の空洞

化による空家の増加、細い路地と木造家屋の集積、下

水処理施設や公園緑地などの基盤整備の未整備など生

活環境としての課題を抱えています。 

また、市街地と市街地周辺の効率的な土地利用を促

すために、土地区画整理と都市計画道路整備を積極的

に推進してきました。今後とも市街地と周辺の発展や

安全・安心のまちづくりを促進するために、計画的な

区画整理の事業化を推進する必要があります。 

合併により行政や商業・業務、教育、文化などの住

民生活に必要なサービス・機能の利用、享受について、

不安を抱えている住民が多い状況にあります。そのた

め、旧町村単位の市街地相互の機能連携を図りながら、

各種機能の充実を図ることが求められます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

快適な住民生活や活力を創出する産業の振興を支え、

将来にわたって安全で魅力的な地域の持続的な発展の

ために必要な、都市施設や都市機能の充実、土地区画

整理事業の推進を図ります。 
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（（３３））施施策策内内容容  

① 市街地の整備 

  市街地の整備にあたっては、周辺の自然や景観
が損なわれないよう環境に配慮しながら居住環

境の向上、安全性の向上、商業・業務機能の活

性化、公共的空間の創出や交通機能の改善など、

これからの社会経済動向を見据えて取り組みま

す。 

 

② 生活を支える機能の充実 

  住民生活を支える商業、業務、金融、福祉、文
化、行政などの各種機能については、住民が等

しく利用できるよう、またサービスを受けられ

るように、計画的な機能の充実に努めます。 

 

③ 土地区画整理事業の推進 

  防災上問題を抱える地区や、地域の健全な発展
のために積極的に市街化を進めるべき地区にお

いては、土地区画整理事業により計画的な市街

化を推進します。 
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３３．．住住宅宅・・宅宅地地のの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年の社会経済環境は、安定成長への移行、少子高

齢社会、質の重視など成熟社会へと大きく変化し、そ

れに伴い住宅に対する価値観やライフスタイルも多様

化し、住宅政策のあり方にも大きな変化をもたらして

います。 これまでは、会津若松市のベッドタウンなど

としての住宅の整備が進められ、平野部での新たな住

宅供給が進む一方で、山間部では若年層の流出などに

より過疎化が進み、地域ごとに住宅政策の課題も大き

な差が生じています。 

今後はこうした住宅・住環境に対する住民ニーズの

多様化や地域ごとの特性に留意しながら、定住人口の

確保や高齢者住宅対策、住まいの安全確保など住宅・

住環境の向上、自然環境との共生に向けた取り組みを

進めていく必要があります。 

平成 16 年に景観法が施行され、全国的にも景観に

対する取り組みが活発化しており、定住促進にもつな

がる歴史や文化を活かした魅力ある居住環境の創出に

向けて、住民と行政が一体となって魅力ある街並み・

景観づくりの取り組みを進めていく必要があります。 

また、公営住宅については一部建築年度が古く、現

在の生活ニーズとの不一致、老朽が進んでいるため、

高齢者や障がい者への配慮などの視点を取り入れなが

ら、老朽化住宅の建て替え・改善を計画的に進める必

要があります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

豊かな自然環境や景観、安全性に配慮しながら、若

者から高齢者までが安心して住み続けられ、誇りを持

てる良好な住環境の形成に努めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 定住の促進 

  住宅マスタープランなどの住宅に関する各種計
画に基づき、魅力あるふるさとづくりのため、

自然環境、固有の伝統、文化等地域が持つ特性

を活かしながら、将来に資産として継承しうる

質の高い居住空間を形成するための施策を推進

します。 

 

② 住宅用地の造成・分譲 

  若者や定年世代などの定住人口の確保に向けて、
それぞれのニーズにあった居住環境を提供する

など、多様な世代が住み続けることができる各

種支援策を講じます。 

  国土利用計画法及び開発行為指導要綱に基づい
た適切な指導により、民間による質の高い住宅

開発を促進します。 

 

③ 美しい街なみ景観づくり 

  景観計画や景観条例に基づき、地域住民の理解
と協力のもと、地域の歴史や文化を活かした統

一感のある街並みや、緑化や環境美化の促進に

つとめ、住む人が誇れ、見る人が美しいと感じ

る街並みづくりを進めます。 

  違法広告物の撤去などにより、道路景観の美化
を図ります。 

 

④ 公営住宅の建て替え・改善及び新規建設の推進 

  町営住宅の質の向上を促進するために、建て替
えのみでなく、既存の町営住宅の住戸改善によ

る活用などを総合的に検討し、計画的で効率的

な町営住宅の整備・改善を図ります。 

 

⑤ 人と環境にやさしい住まいづくり 

  自然エネルギーの利用や、バリアフリー化･ユニ
バーサルデザインによる、人と環境にやさしい

快適な住まいづくりを誘導します。 
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４４．．道道路路ネネッットトワワーーククのの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町の骨格的な道路網は、磐越自動車道をはじめと

して国道401号、主要地方道会津高田上三寄線、会津

坂下本郷線によって形成されています。これらの骨格

的道路とともに町道など多くの道路が、住民の日常生

活や経済活動を支えています。今後新たな拠点となる

予定のスマートンターチェンジの整備推進とともに連

絡する道路整備、国・県道の整備促進など、道路交通

環境を充実していく必要があります。 

生活道路については、集落間を結ぶ基幹的な町道の

整備は進んできていますが、まだ幅員の狭い道路も多

く、歩行者が安全に通行できる歩道の確保や緊急車両

の通行に対応できる道路拡幅は遅れている状況であり、

十分な幅員形成や歩道整備なども含め適切な整備・改

良、除雪の充実など快適性や安全性の向上が求められ

ます。高齢者や障がい者、子どもなど交通弱者のため

に計画的なバリアフリー化を進めていくことも不可欠

となります。また、良好な地域づくりに貢献する視点

から、景観に配慮した道路環境づくり、舗装補修や除

草・側溝清掃など道路の維持管理を充実していくこと

も必要になっています。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

総合的な道路交通体系を確立するため、福祉や環境

に配慮しながら、町内外を連絡する幹線道路から地域

に密着した生活道路まで体系的な道路整備を図り、人

と車の安全で快適な移動を支える道路交通環境の整備

を進めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 新たなインターチェンジの整備推進 

  新たな町の玄関口となる予定の新鶴スマートイ
ンターチェンジ整備を推進します。 

 

② 幹線道路の整備 

  交通利便性や安全性の向上、渋滞緩和のため、
主要道路の早期整備を進めます。 

 

③ 生活道路の整備 

  緊急時に対応するための生活道路の拡幅整備を
進めるとともに、事故防止のため、維持対策や

危険箇所の点検改良を行います。 

 

④ 人にやさしい道づくり 

  通学路や公共施設、商店街などを中心に、歩行
者を主体とした段差のない歩きやすい歩道の整

備を推進します。 

  誰にでもわかりやすい案内板・表示板を設置し
ます。 

 

⑤ 道路除雪・防雪対策の推進 

  降雪時の安全確保と道路機能の維持のため、効
率的な除雪作業を実施します。 
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５５．．公公共共交交通通のの充充実実  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

公共交通としては、ＪＲ只見線があり町内に４駅が

設置されています。本路線は、通勤･通学や観光客等の

交通手段として利用されていますが、モータリゼーシ

ョンの進展に伴い、利用客は年々減少しています。 

バスは町内 13 系統の路線で運行し、通勤・通学、

通院、買い物等地域住民の身近な交通手段となってい

ますが、利用者数が減少傾向にあることから、路線や

運行時刻、鉄道との連絡などサービス面のさらなる充

実が求められています。 

今後、高齢化の進展などにより、通院や買い物、公

共施設の利用などにおいて公共交通の役割は今以上に

大きくなると見込まれることから、既存の公共交通機

関相互のネットワーク化、きめ細かなサービスの充実

などにより、一層の利便性の向上を図っていく必要が

あります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地域住民の身近な交通手段である地域バスの適正運

行を推進するとともに、鉄道とバスの相互乗り換えの

充実などを進め、バスや鉄道など公共交通機関の利便

性を高めます。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① ＪＲ只見線の利便性の向上 

  駅舎の改修や乗車サービスの充実などにより、
ＪＲ只見線の利便性の向上を働き掛けます。 

  他の交通機関との連絡の向上、観光施設との連
携などによる利用促進を図ります。 

 

② バス交通等の確保 

  住民ニーズや他の交通機関との連絡性を踏まえ
運行路線や運行時刻の再編を行い、バス路線の

確保に努めます。 

  高齢者等の交通弱者の交通手段を確保するため
に、新交通システム等の導入について検討を行

います。 
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６６．．情情報報ネネッットトワワーーククのの整整備備  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

近年はインターネットの普及がさらに広がりを見せ、

各家庭や事業者においても、光ファイバー※などによる

ブロードバンド※化が急速に進展しています。情報化の

進展は、地域社会やまちづくりの様々な分野で大きな

変化をもたらし、行政事務の効率化や高度化など住民

生活に多大な利便性をもたらしています。 

本町でも民間通信事業者が情報通信基盤を整備しブ

ロードバンドサービスの提供を始めていますが、山間

部ではブロードバンドサービスが提供されておらず、

高度情報通信ネットワーク社会の形成が困難な状況に

なっており、地域間に情報格差が生じています。今後、

電子行政を展開していくうえで、ブロードバンド環境

の整備は住民生活になくてはならないものであるため、

こうした地域間の情報格差の解消に努め、戸籍、保健・

医療・福祉、生涯学習・文化、環境、産業、消防・防

災、広報・広聴など多様な分野における情報ネットワ

ークの整備を図り、電子自治体やユビキタス社会※への

対応なども含めた情報基盤の整備を進めていく必要が

あります。 

また、個人間に情報格差が生じないよう、情報リテ

ラシー※の向上に向けた環境整備、個人情報保護法に基

づく個人情報の厳重な管理を進めていくことも必要で

す。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

情報通信基盤の充実による地域や行政の情報化を進

めるとともに、情報格差を生じさせないよう住民の情

報リテラシーの向上、個人情報の保護を図ります。 

 

※ブロードバンド 

高速度で大容量のデータ

転送のことを指す。動画の伝

送など、ネットワーク上の高度

なサービスを実現する。 

※光ファイバー 

光を用いて情報を伝達す

る際に、光の伝送路として用

いるきわめて細いグラス-ファ

イバー。 

※ユビキタス社会 

いつでもどこでも、利用者

が意識せずとも、情報通信技

術を活用できる環境が整った

社会。 

※情報リテラシー 

情報化社会でコンピュータ

ーなど情報関連技術を習得

し、積極的に情報を活用する

ことのできる能力。 

94



（（３３））施施策策内内容容  

 

① 地域情報基盤の整備 

  光ファイバー網等の高度情報通信基盤の整備や
公共公益施設における情報ネットワーク整備、

ユビキタスネットワークの整備など、高度情報

通信網の段階的な整備を推進し、住民誰もがそ

の利便性を享受できる環境整備に努め、町内全

域のＩＴ化を目指します。 

 

② 情報リテラシーの向上 

  住民の情報リテラシーの向上を支援するため、
役場庁舎や社会教育施設などに情報端末を設置

し、多くの人がコンピュータに慣れ親しみ、利

用できる環境整備を進めます。 

  学校教育や生涯学習において、情報通信機器の
操作や情報活用のための学習機会の充実を図り

ます。 

 

③ 多様な分野における情報ネットワークの整備 

  最新の情報システムの導入や既存システムの改
善により、これまでの事務処理システムを変革

し、事務事業の効率化・省力化を進めます。 

  行政窓口や手続きの情報化と行政機関同士のネ
ットワーク整備を進め、住民の利便性の向上を

図ります。 

 

④ 個人情報の保護 

  住民基本台帳などの個人情報については、適正
な管理のもと取り扱いを厳重にします。 
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１１．．人人権権尊尊重重ののままちちづづくくりりのの推推進進  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

人権とは、人が生まれながらにして等しく持ってい

る権利ですが、地域社会や価値観の多様化が進むなか

で、人権に対する正しい理解と認識が十分になされず

人権侵害などの問題が発生しています。人権の世紀と

いわれる２１世紀を迎えた今でさえも、さまざまな偏

見や差別の問題が存在し、人権尊重の理念が必ずしも

定着しているとは言えない状況にあります。 

人権問題は、住民一人ひとりの意識や行動に直接的

にかかわるものであり、一人ひとりが大切にされるま

ちづくりを目指した人権感覚をはぐくむ教育の推進と

充実を図り、女性や子ども、高齢者、障がい者、外国

人等への差別・偏見など、あらゆる人権問題に対する

住民一人ひとりの理解を一層深め、すべての人々がお

互いの人権を尊重し支え合いながら生きる共生社会を

築いていくことが必要です。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

偏見や差別がなく、基本的人権が尊重された一人ひ

とりが大切にされるまちづくりを目指し、学校や職場、

地域社会などあらゆる場を通じて人権教育や啓発活動

により、人権教育を進めます。 

 

 

 

 

参画と協働で共に創るまち 

第６章
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 人権啓発活動の推進 

  人権感覚をはぐくむ学習資料の整備や学習機会
の充実、住民の認識と理解を深めるため、広報

などを通じて、人権尊重のための啓発活動を推

進します。 

 

② 人権教育の充実 

  児童・生徒に人権問題を正しく理解させるため、
学校・家庭における人権尊重教育の充実に努め

るとともに、成人を対象とした人権教育の充実、

強化を図ります。 
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２２．．男男女女共共同同参参画画社社会会のの形形成成  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

地域社会を取り巻く環境は、少子高齢社会の進展や

経済・産業の国際化、ライフスタイルや価値観の多様

化などにより大きな変革期に直面しています。こうし

た状況に対応し、活力ある社会を築き上げていくため

には、男女がお互いの人格を尊重し、あらゆる分野に

おいて対等なパートナーとして参画し、責任を分かち

合っていく男女共同参画社会を実現していくことが求

められます。 

男女共同参画※に関する問題は、これまでの文化や慣

行に深く根ざしており、住民一人ひとりが意識を高め、

日々の生活のなかで実践していかなければ改善が進む

ものではありません。男女が社会の構成員として、あ

らゆる分野に対等な立場で役割・責任を共有しながら

参画し、個性や能力を十分に発揮して主体性を持った

生き方ができる豊かで活力ある男女共同参画社会の形

成のためには、家庭や地域､職場などに残っている男女

の固定的な役割分担意識を見直し、男性も女性も共に

家庭、地域、仕事に参画し、責任を分かち合うことが

求められます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

男女共同参画に関する住民意識の高揚や女性の社会

参画を促進し、男女が平等に参画し、ともに個人とし

ての能力を十分に発揮できる社会の実現をめざします。 

 

 

※男女共同参画 

あらゆる分野において、

女性も男性も性別に関係な

く、自由な意思で計画を考

え、共に責任を持ち、均等

に利益を持つことができる

バランスのとれた社会。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 男女共同参画に関わる住民啓発の推進 

  広報などを通した情報提供や啓発イベントの開
催などにより、男女共同参画に関する意識啓発

を図るとともに、地域社会のさまざまな活動の

場で男女共同参画を推進します。 

  家庭や職場、地域社会等での不合理な男女差別
を撤廃するため、女性に対する相談体制や支援

体制の確立など、男女共同参画社会への環境の

整備を進めます。 

 

② あらゆる分野に参画できる女性人材の育成 

  審議会や委員会など町の政策決定の場における
女性登用を推進します。 

 

③ 男女共同参画プランの策定 

  男女共同参画社会の実現に向けた基本的な考え
方と具体的方針を明確にするため、男女共同参

画条例に基づき、男女共同参画プランの策定を

進めます。 
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３３．．ココミミュュニニテティィ活活動動のの促促進進  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

本町は３町村の合併によって新たなスタートを切っ

たところであり、まだ１つの町としてアイデンティテ

ィ※は十分に確立されているとは言えません。「会津美

里町住民」としての一体感を醸成し、「会津美里町」へ

の住民の愛着を深めていくためには、地域ごとの個性

や特徴を尊重しつつ、地域間の交流を促進し、新たな

枠組みによるコミュニティ形成を図っていく必要があ

ります。 

また、若年層の流出、核家族化などの進展とともに、

住民のライフスタイルや価値観が複雑多様化するなか、

古くからの地域コミュニティや農村社会の特徴は次第

に薄れ、コミュニティに対する考え方の希薄化、核と

なる人材の不足などにより地域における住民相互の交

流や連帯感は弱まりつつあります。特に、新たな宅地

造成などにより転入住民が多い地域では、住民同士の

交流や意思疎通が円滑に行われないこともあり、地域

住民同士の交流を深め、良好な地域コミュニティを育

成していくことが求められます。 

また、高齢化により一人暮らしの高齢者が増える傾

向にあります。子育てを含めて高齢者などの支援を地

域みんなで支える取り組みも求められます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

自治会などの地域における住民活動を支援し、良好

な地域コミュニティを育成するとともに、地域間の交

流を活発化し、「会津美里町住民」としての一体感の醸

成や愛着づくりを進めます。 

 

※アイデンティティ 

自分が自分であるという独

自性、主体性。地域における

アイデンティティとは、他の地

域とは異なった地域の特性、

個性のこと。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① コミュニティの育成支援 

  地域住民相互の交流を促し連帯意識を高め、良
好な地域コミュニティの形成を推進する自治会

などの地域コミュニティ組織の確立と自主的な

地域活動を支援します。 

  地域住民が地域活動の場として安全かつ快適に
活用できる地域コミュニティ施設の整備・充実

を支援します。 

 

② 町内地域間交流の推進 

  合併前の３町村において育まれてきた個性や特
徴を尊重しつつ、町全体が１つになったイベン

トや催し物を開催するなど交流機会の充実を図

り、相互の交流や理解を促進します。 

 

③ 地域子育て・介護ネットワークの構築 

  子育て、介護に対する地域の役割を改めて見直
し、子育てや介護に関して地域で助け合う仕組

みづくりを支えるとともに、ボランティア団体

の育成とネットワーク化などを図ります。 

 

④ 山間地域のコミュニティ再編の検討 

  過疎化や高齢化の進む山間地域において、地域
コミュニティが形成できるよう再編について検

討します。 
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４４．．住住民民とと行行政政ととののパパーートトナナーーシシッッププのの強強化化 
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

地方分権が進み、これからのまちづくりにおいては、

町が自らの責任と選択のもとに、地域の個性や特徴に

応じて、住民の声を反映したきめ細かな施策を展開し

ていくことが今まで以上に重要になってきます。こう

した施策展開を行うためには、住民と町がそれぞれ主

体的な役割を発揮し、お互いに自立し、協力していく

ことが必要であり、パートナーシップに基づく協働ま

ちづくりの推進や、ホームページや広報紙などにより、

町政に関する情報のきめ細やかな発信とともに、住民

からの意見の収集を図るとこが求められます。 

近年、NPOやボランティアなどの住民活動が少しず

つ活発化してきていますが、人的、財政的基盤が脆弱

であるなど活動環境の整備が不足しています。また、

住民のボランティア活動への関心や参加意欲は高いも

のの具体的な参加に至っていないことが多く、行政や

事業者、住民のなかでもボランティアなどの活動に対

する理解が不足している状況も問題となっており、こ

うした住民活動に対する意識の啓発を図るとともに、

活動に対する支援を行っていくことが必要とされてい

ます。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

住民と行政が役割と責任を確認しながら協働してま

ちづくりを進めていくために、協働まちづくりの仕組

みを構築するとともに、情報の収集と発信、積極的な

住民参加に向けた支援、ボランティア・ＮＰＯなどの

活動の支援を行います。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 協働まちづくりの仕組みづくり 

  住民と行政の協働によるまちづくりを進めるた
めの指針を明確にし、具体的な取り組みを実行

していくための条例の制定を検討します。 

  審議会や委員会などへの公募委員の登用や住民
ワークショップの開催、パブリックコメントを

推進するなど、政策立案過程での住民参画の機

会を充実します。 

  住民意向を的確に町政に反映するための地域審
議会の設置、地域のまちづくりを支援するため

の基金造成等について検討します。 

 

② 情報の収集・発信 

  開かれた行政の推進に向けた情報公開を進める
とともに、行政懇談会等の開催など多様な機会

を通して、情報の収集・発信に努めます。 

  電子自治体の構築を推進し、インターネットや
携帯端末をはじめ多様なメディアを効果的に利

用した情報提供機能の充実を進めます。 

 

③ 広報誌の充実 

  広報紙やホームページなどによる広報活動を充
実するとともに、役場や公共施設に町政情報コ

ーナーを設置し、効率的な行政情報の提供を行

います。 

 

④ 積極的な住民参加に向けた支援 

  ボランティア・ＮＰＯなどの活動の推進や、町
内会・まちづくり団体等の支援・育成に努める

とともに、活動拠点となる施設整備について検

討します。 

  意識の高揚を図るためのイベントやセミナーな
どを開催します。 
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５５．．自自立立ししたた自自治治体体経経営営のの確確立立  
 

（（１１））現現状状とと課課題題  

地方分権の進展により、各地方公共団体は自らの判

断と責任のもとに地域の実情に沿った行政を実践して

いくことが期待されています。同時に、全国の地方自

治体は過去に例を見ない財政難に直面しており、本町

においても、長引く景気の低迷などの影響を受け、厳

しい財政運営を強いられています。その一方で、本町

は本庁舎と２つの分庁舎で行政運営を行っていますが、

維持管理経費の増大、行政サービスの低下などが課題

となっており、早急な対応も求められています。 

これからの行政運営は、厳しい財政状況のなかで、

ますます複雑化・多様化する住民ニーズに適切に対応

していくことが求められており、中・長期的な財政状

況を展望し、経費の節減合理化や自主財源の確保・拡

充に努めるとともに、財政分析・評価手法を導入しな

がら、財源の重点配分に努め、計画的、効率的な財政

運営予算や人材、施設などの限られた行政資源を適切

に配分し、有効活用していくことが必要になります。

また、課税の適正化や納税意識の高揚などによる財源

確保に努めることも求められます。 

行政ニーズは今後もますます複雑化・多様化するも

のと予想され、町単独で課題解決に取り組むだけでは

なく、福島県や周辺市町村や共通の課題を有する行政

団体と一層の連携を強化し、効率的な行政運営を図っ

ていく必要があります。 

 

（（２２））施施策策のの基基本本方方針針  

地方分権の時代にふさわしい自立した自治体として

の役割を果たすため、行政サービスの向上や行政職員

の意識啓発、効率的で健全な行財政運営を推進します。 
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（（３３））施施策策内内容容  

 

① 効率的な行政運営 

  効率的な行政運営を戦略的かつ計画的に推進す
るため、機構改革計画を策定します。 

  公正な評価に基づく有効かつ効率的な行政活動
を行うため、事務事業評価システム※の導入を推

進します。 

  事務事業の実施や施設の整備・管理運営にあた
っては、ＰＦＩ※導入、民間委託の推進、指定管

理者制度の活用などにより、民間の活力やノウ

ハウを有効に活用します。 

  住民サービスの水準が低下することのないよう、
事務事業量に応じた職員の適正配置と定員管理

に努めます。 

  分庁舎方式にあわせて関係窓口の統合を図ると
ともに、ＩＴ活用を推進するなど行政窓口機能

の充実を図ります。 

 

② 健全な財政運営 

  収納率の向上を始め、未利用財産の処分、工業
団地及び住宅団地の早期売却に努めるともに、

その他税収向上のための諸施策を講じ、自主財

源の確保に努めます。 

  事務事業の見直しを含めた経常経費の削減や、
既存の施設等の有効活用を図りながら行財政の

健全化に努めます。 

  費用対効果を踏まえた財源の重点的・効率的な
配分に努め、財政構造の健全化を推進します。 

  行政サービスの費用負担区分を明確にし、行政
サービスと負担の適正化に努めます。 

 

③ 職員意識の改革 

  職員研修を充実するとともに、職員による自主
的な学習・研究活動を促進し、職員の意識改革

や職員提案制度の確立など政策形成能力、接客

サービス力の向上に努めます。 

 

④ 広域行政の推進 

  周辺市町村との連携を図り、広域事業の効率的
な運営と業務内容の充実を図ります。 

  観光、交通、防災、医療などあらゆる分野にお
いて、既存の枠組みに捉われない新たな広域連

携を推進します。 

※事務事業評価システム 

行政が行う施策や事務事

業について、住民の視点に

立って住民の便益あるいは

満足度がどれだけ向上した

かという観点から、費用対効

果も精査しながら、できる限り

客観的にわかりやすく、その

有効性や効率性を評価する

ものであり、その評価結果を

今後の予算編成や企画立案

等に生かすことにより、効果

的で効率的な行財政運営を

めざすもの。 

※PFI 

「PFI（Private Finance 

Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシ

アティブ）」とは、公共施設

等の建設、維持管理、運営

等を民間の資金、経営能力

及び技術的能力を活用して

行う新しい手法。 
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１１．．四四季季にに輝輝くくややすすららぎぎののままちち  
 

主な施策・事業 

・本郷地域上水道第９次拡張事業 

・配水管ループ化事業 

・佐賀瀬川配水池整備事業 

・石綿セメント管更新事業 

・旧水道施設解体整地事業 

・東尾岐飲料水供給施設整備事業 

・赤留ポンプ場ポンプ更新事業 

・上下水道台帳システム管理整備事業 

・水道集中管理システム改修事業 

・水道管理拡張事業（関山） 

・新鶴工業団地配水管布設事業 

・高田地域公共下水道事業 

・高田地域浄化槽設置整備事業 

・本郷地域公共下水道事業 

・本郷地域浄化槽設置整備事業 

・新鶴地域農業集落排水統合補助事業（団体営） 

・新鶴地域農業集落排水統合補助事業（県営） 

・新鶴地域浄化槽市町村整備推進事業 

・生ごみ堆肥化施設整備事業 

・墓地整備事業 

・都市下水路整備事業（82.5ha） 

・災害防除事業（左下り地区、L=400m） 

・防災行政無線整備事業 

・消防設備更新事業 

・消防施設整備事業 

・消防法被・作業衣新調 

重点事業 
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２２．．活活力力ににああふふれれるる産産業業ののままちち  
 

主な施策・事業 

・農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（宮川２期）（アロケーション事業〔歩道工〕

含む） 

・ふるさと農道緊急整備事業（高田・八木沢）（アロケーション事業〔歩道工〕含む） 

・低コスト・省力化米づくり促進事業 

・農産物加工直売所等設置補助事業 

・農地基本台帳電算化及び農地情報システム活用事業 

・中山間地域直接支払事業 

・品目横断的経営安定対策事業 

・農地、水、環境保全向上対策事業 

・強い農業づくり交付金事業 

・資源循環施設整備事業 

・森林病害虫等防除事業 

・森林整備地域活動支援交付金事業 

・中心市街地活性化事業 

・あいづ本郷北工業団地造成事業（2.1ha） 

・会津本郷焼振興施設整備事業 

・ミュージアム建設事業 

・道の駅整備事業 

・観光駐車場整備事業 

・せせらぎ緑地整備事業 

・公共サイン整備事業 

 

 

３３．．健健ややかかでで優優ししいい福福祉祉ののままちち  
 

主な施策・事業 

・児童館整備事業 

・高齢者福祉施設整備事業 
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４４．．学びと楽しさの文化のまち 
 

主な施策・事業 

・複合文化施設整備事業 

・幼稚園改修事業 

・宮川小学校校舎建築事業 

・高田1中校舎増築事業 

・小中学校コンピュータ整備事業 

・小中学校耐震診断及び改修事業 

・小中学校施設整備事業 

・学校給食センター施設改修事業 

・公用地取得事業 

・社会体育施設耐震診断及び改修事業 

・向羽黒山城跡整備事業 

・下野街道整備事業 

・文部科学省情報システム整備事業 
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５．快適さと暮らし重視のまち 
 

主な施策・事業 

・家西地区土地区画整理事業（7.0ha） 

・街なみ環境整備事業（瀬戸町地区） 

・公営住宅整備事業 

・公営住宅ストック総合改善事業（布才地住宅外壁改修事業） 

・吹上台第３期造成事業 

・集落移転事業 

・新田南線整備事業 

・3169号線整備事業（大字西本地内） 

・上小沢・出戸田沢線整備事業 

・大石線・三日町線整備事業 

・横町地区門前町整備事業 

・本郷南線・本郷南中線整備事業 

・3254号線整備事業（字安田～字御田地内） 

・本郷中学校線整備事業 

・3061号線整備事業（字漆原～字布才地地内） 

・3296号線整備事業（字権現宮～笹清水地内） 

・2005号線整備事業（字高田～八木沢字太子堂地内） 

・新田・上新田線整備事業 

・新鶴ＰＡスマートインターチェンジ整備事業 

・生活道路整備事業（墓地内道路） 

・コミュニティバス整備事業 

・固定資産台帳管理システム電算化事業 

・滞納整理システム電算化事業 

・公図管理システム電算化事業 

・情報通信格差是正事業 
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１．会津美里町第一次振興計画策定の経緯 

 

年 月 日 経     緯 

H17．12．15 
広報あいづみさと「お知らせ版」に町振興計画審議会委員公募の

掲載 

H18． 1．18 第１回町振興計画審議会 

H18． 1．19 第１回本郷地域審議会 

H18． 1．20 
第１回高田地域審議会 

第１回新鶴地域審議会 

H18． 1．31 第 2 回新鶴地域審議会 

H18． 2． 1 第 2 回高田地域審議会 

H18． 2． 2 第 2 回本郷地域審議会 

H18． 2． 6 
高田地域審議会の答申 

新鶴地域審議会の答申 

H18． 2． 9 本郷地域審議会の答申 

H18． 2．13 第 2 回町振興計画審議会 

H18． 2．20 第 3 回町振興計画審議会 

H18． 2．23 町振興計画審議会の答申 

H18． 3．20 3 月定例議会にて議決 
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2．会津美里町振興計画振興計画審議会条例 

 

会津美里町振興計画審議会条例 

平成17年10月１日 

条例第14号 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、会津

美里町振興計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （任務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、会津美里町振興計画に関する事項を調査審議

する。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。 

 (１) 一般住民 

 (２) 学識経験者 

 (３) 関係団体の役職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員は、当該諮問に係る審議が終了し

たときは、解任されるものとする。 

 （役員） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 
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 （報酬及び費用弁償） 

第７条 委員が会議のため出席したとき、又は公務のため旅行をしたときは、報酬及

び費用弁償を支給する。 

２ 前項の支給については、会津美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（平成17年会津美里町条例第42号）の定めるところによる。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて任命される委員の任期は、

平成19年３月31日までとする。 
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3．会津美里町振興計画審議会委員名簿 

 

 会津美里町振興計画審議会委員名簿 

 ◎：会長、○：副会長 (敬称略）

 区  分 氏   名 備 考 

◎ 
第 3 条 2 項 1 号委員 

（一般住民） 
上 杉 逑 史 高田地域自治区長連絡協議会長 

 同上 齋 藤   順 本郷地域自治区長会副会長 

 同上 山 田 隆 義 新鶴地域自治区長会長 

 同上 石 川 栄 子 合併協議会委員（高田） 

 同上 淺 野 一 夫 合併協議会委員（本郷） 

 同上 坂 内 芳 枝 合併協議会委員（新鶴） 

 同上 積 田 秀 雄 公募委員 

 同上 長谷川   啓 公募委員 

 
第 3 条 2 項 2 号委員 

（学識経験者） 
山 浦 栄 子 特別職経験者（高田） 

 同上 大 石   徹 特別職経験者（本郷） 

 同上 渡 部 一 春 特別職経験者（新鶴） 

 
第 3 条 2 項 3 号委員 

（関係団体の役職員） 
山 内 祐太郎 

会津みどり農業協同組合 

新鶴総合支店長 

 同上 秋 山 喜 美 会津高田町商工会長 

 同上 新 國 武 彦 会津美里町教育委員会委員長 

○ 同上 澁 川 和 美 会津美里町民生児童委員協議会長 
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4．諮問書（会津美里町振興計画審議会） 

 

１８会美政第３２号 

平成１８年１月１８日  

 

会津美里町振興計画審議会会長 様  

 

会津美里町長 渡部英敏  

 

 

会津美里町第一次振興計画について（諮問）  

 

会津美里町振興計画審議会条例（平成 17 年 10 月 1 日条例第 14 号）第２条に基づ

き、会津美里町第一次振興計画を策定することについて貴審議会の意見を求めます｡ 

 

 

添付書  

１ 会津美里町第一次振興計画書（案）  
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5．答申書（会津美里町振興計画審議会） 

 

１８会美振審第１号 

平成１８年２月２３日  

 

会津美里町長 渡 部 英 敏 様  

 

会津美里町振興計画審議会  

会 長  上 杉 逑 史  

 

会津美里町第一次振興計画について（答申）  

 

平成１８年１月１８日付け１８会美政第３２号をもって諮問のありました会津美里

町第一次振興計画につきまして、慎重に審議した結果、次のような結論に至りました。  

本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画として策

定された「会津美里町まちづくり計画」に沿ったものであり、本町の将来像に向け推

進すべき取り組みの方向は概ね適切であることから、原案のとおり定めることを適当

と認め、これを答申します。  

なお、計画実現のため諸施策の実施にあたりまして、下記の意見を付し要望します。  

 
記  

1．快適な環境づくりの推進  

  会津美里町の名前のとおり「美しい里」として、本町の魅力を県内外に発信する

ため、本町が誇る豊かな自然環境や景観を資源として活用し、公園、緑地、水辺の

整備、美しい景観形成など潤いと安らぎをもたらす魅力ある環境づくりの推進に努

めること。  

 

２．防犯体制の充実  

子供が犯罪に巻き込まれる事件が増加していることから、警察、行政及び地域住

民の連携をより一層強化し、安全なまちづくりを進めること。  

 

３．産業の振興  

 本町の基幹産業である農業の振興を図るため、農業生産基盤の整備、優れた担い

手の育成及び新宮川ダムの有効利用に努めるとともに、行政、農協及び関係団体等

が今まで以上に一体となり取り組み、各種支援、施策を行うこと。  
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 商業・サービス業の振興にあたり、本町の消費者が町外へ流失し後継者不足に悩

む中で、近隣市町村への大型店の出店には広域的に対応することなど、商業・サー

ビス業が活性化するための各種支援・施策を行うこと。  

 「農業と商業」、「農業と観光」など異なる産業の連携が今後ますます重要になる

ことから、新たな市場の開拓や取り組みに対して積極的に支援を行うこと。  

 産業の振興、企業誘致による雇用の場の確保及び地域の活性化に大きく寄与する

「磐越自動車道新鶴ＰＡスマートインターチェンジ」の恒久化の取り組みを強化す

ること。  

 

４．少子化対策  

 子育て支援として、住民の要望が多い生後まもない乳児の保育受け入れを検討す

るとともに、未利用施設・空き教室の有効活用による小学校単位での学童保育の実

施など、若い世代が安心して子供を生み、育てていくことができる環境づくりに努

めること。  

 

５．学校教育の充実  

 幼児教育の一層の充実を図るため、幼稚園と保育所の教育内容の一体化を検討さ

れたい。  

また、未来を担う子供たちを育成し新町の発展につなげるためにも、教育の現場

にある様々な問題の解決に努め、学校教育の充実に取り組むこと。  

 

６．ＩＴ時代への対応  

 インターネットなどの情報ネットワークの拡大、ＩＴ（情報技術）の目覚ましい

進展の中で、住民がその利便性を容易に享受できる施策、又は、情報技術の修得や

能力の向上を図るための施策を強化すること。  

 

７．自立した自治体経営の確立  

 行財政改革を進める中で、大幅な職員数の削減が予定されているが、住民サービ

スの水準が低下することのないよう措置を講ずること。  

 また、各種施設の整備にあたっては、安易に施設を建設することなく既存施設の

有効活用を図り、財政の健全化に努めること。  

 

８．数値目標の設定  

 各種計画・指針等の策定にあたっては、できる限り数値目標を明記することとし、

計画に対する実効性の確保を図ること。  
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6．会津美里町地域審議会条例 

 

会津美里町地域審議会条例 

 平成17年10月１日 

条例第185号 

 （設置） 

第１条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第５条

の４第１項の規定に基づき、次のとおり地域審議会（以下「審議会」という。）を設置

し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

名 称 設 置 区 域 

高 田 地 域 審 議 会 合併前の会津高田町の区域 

本 郷 地 域 審 議 会 合併前の会津本郷町の区域 

新 鶴 地 域 審 議 会 合併前の新鶴村の区域 

 （設置期間） 

第２条 審議会の設置期間は、平成17年10月１日から平成28年３月31日までとする。 

 （所掌事務） 

第３条 審議会は、町長の諮問に応じてその設置区域に係る次の事項を審議し、答申す

る。 

 (１) 新町の建設計画の変更に関する事項 

 (２) 新町の建設計画の執行状況に関する事項 

 (３) 新町の基本構想の策定及び変更に関する事項 

 (４) 重要な施設の設置、廃止及び管理運営に関する事項 

 (５) その他町長が必要と認める事項 

２ 審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に対し意見を述べることができ

る。 

 （組織） 

第４条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は各審議会の設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、

町長が委嘱する。 

 (１) 自治区長 

 (２) 公共的団体の役職員 

 (３) 学識経験を有する者 

 (４) 公募により選任された者 

３ 前項第４号の委員の人数は、３人以内とする。 
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 （任期及び失職） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げないものとする。 

３ 委員は、その属する審議会の設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失

う。 

 （会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （会議） 

第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、任期中最

初の会議は町長が招集する。 

２ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集

しなければならない。 

３ 会議は、委員の２分の１以上の者が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

６ 会議は公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、出席委員の半数以上の賛

成をもって非公開とすることができる。 

 （審議会の意見聴取等） 

第８条 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第９条 審議会の庶務は、各設置区域を所管する支所において処理するものとし、必要

に応じて総合政策課において連絡調整を行う。 

 （補則） 

第10条 この事項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮り定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱される委員の任期

は、平成19年３月31日までとする。  
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7．会津美里町地域審議会委員名簿 

会津美里町地域審議会委員名簿 

 ［高田地域］◎：会長、○：副会長   (敬称略）

 区     分 氏     名 備     考 

○ 第 4 条 2 項 1 号委員（自治区長） 上 杉 逑 史 区長会代表 

 第 4 条 2 項 2 号委員（公共的団体代表） 眞 部 昭 夫 農業者団体代表 

 同上 丹 藤 宏 章 商工業団体代表 

 同上 加 藤 昭 次 その他団体代表 

 第 4 条 2 項 3 号委員（学識経験者） 入 江 守 夫 元特別職経験者 

◎ 同上 橋 爪 伸 喜 元合併協議会委員 

 同上 星   英 一 元合併協議会委員 

 第 3 条 2 項 4 号委員（公募委員） 星   房 雄   

 同上 石 川 栄 子   

 同上 鹿 野 敏 子   

    

 ［本郷地域］   

 区     分 氏     名 備     考 

 第 4 条 2 項 1 号委員 齋 藤   順 区長会代表 

○ 第 4 条 2 項 2 号委員 星   幸一郎 農業者団体代表 

 同上 多 田 秀 一 商工業団体代表 

 同上 宗 像 亮 一 商工業団体代表 

 同上 大 竹   勉 保健福祉関係代表 

◎ 第 4 条 2 項 3 号委員 星   善 吉 元特別職経験者 

 同上 歌 川 みさ子 元合併協議会委員 

 同上 水 野 俊 彦 元合併協議会委員 

 第 3 条 2 項 4 号委員 佐 藤 康 子   

 同上 坂 内 啓 造   

    

 ［新鶴地域］   

 区     分 氏     名 備     考 

 第 4 条 2 項 1 号委員 鈴 木 義 明 区長会代表 

○ 第 4 条 2 項 2 号委員 鈴 木   明 農業者団体代表 

 同上 五十嵐 一 夫 商工業団体代表 

 同上 風 間 陽 子 教育関係団体代表 

◎ 第 4 条 2 項 3 号委員 渡 部 一 春 元特別職経験者 

 同上 木 村 俊 一 元合併協議会委員 

 同上 坂 内 芳 枝 元合併協議会委員 
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8．諮問書（会津美里町地域審議会） 

 

１８会美政第 3 5 号 

平成 18 年 1 月 19 日  

(20）  

  会津美里町本郷地域審議会会長 様                    

(会津美里町高田地域審議会会長 様 ) 

 (会津美里町新鶴地域審議会会長 様 )   

 

会津美里町長 渡部  英敏  

 

 

 会津美里町第一次振興計画について (諮問 ) 

 

  会津美里町地域審議会条例（平成 17 年 10 月 1 日条例第 185 号）第 3 条第 1

項第 3 号の規定に基づき、会津美里町第一次振興計画を策定するにあたり貴審議

会の意見を求めます。  

 

   

 
  添付書  

   1 会津美里町第一次振興計画書（案）  
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9．答申書（会津美里町地域審議会） 

［高田地域］ 

１ ８ 高 審 第 1 号 
平成１８年２月６日  

会津美里町長 渡部英敏 様  
 

会津美里町高田地域審議会  
       会 長  橋 爪 伸 喜     

                      

会津美里町第一次振興計画について（答申）  
 

平成 18 年 1 月 20 日付け 18 会美政第 35 号で諮問のありましたこのことについ
て、当審議会の意見は下記のとおりです。  
 

記  
１ この計画については、適当と認めます。  
  
２ 振興計画に係る意見  
 （１）少子高齢化対策  
     合併後においても、出生者の減少や死亡者の増加は止まらず、未婚者

数をみても依然として多く、人口減少に歯止めがかからない状態が続い

ており、子育て支援事業をさらに充実するため、少子化対策室等の設置

も検討しながら早急に取り組むこと。  
     また、高齢化対策は大きな課題となっており、健康・福祉の充実を図

り、安心して住める「高齢者にやさしいまちづくり」のための事業を重

点事業として進めること。  
 （２）自立した自治体経営の確立  
     行財政改革は、人件費等の削減が必要不可欠であり、一番効果が大き

いものであります。合併後の進捗状況や実態を踏まえ、組織機構のみな

らず、施策事業全般にわたり具体的な数値目標を設定しながら、必要に

より見直しを図るなど、自立した自治体経営の確立を図ること。  
（３）会津美里町ものづくりブランド化  

     町は優れた会津米や豊富な農産物、各種工芸品などの特産物があり、

これらを生かした新たな開発や特産物のブランド化を図っていくべきと

考えます。特に宮川の清流に育まれた米のブランド化や特産物の開発を

進めること。  
（４）IT 情報発信によるまちづくり  

町の観光資源は、広範囲にわたり貴重な文化財をはじめ、宮川などの

清流に代表される自然環境にも恵まれております。  
IT情報を有効に活用して、新生会津美里町の情報を発信するとともに、

住民の利便性をさらに高めるため、情報通信を用いた各種申請手続きや

高齢者の健康管理などができる情報化に即応したまちづくりを進めてい

くこと。  
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［本郷地域］ 

１ ８ 本 審 第 ２ 号 
平成１８年２月９日  

 
会津美里町長 渡部 英敏 様  
 

会津美里町本郷地域審議会長 星 善 吉  
 

     会津美里町第一次振興計画について（答申）  
 

平成１８年１月１９日付け１８会美政第３５号で諮問ありましたこのことに

ついて、当審議会の意見は下記のとおりです。  
 

記  
 
１、この計画については、適当と認めます。  
 
２、振興計画に係る意見  

 
（１）健全な財政運営  

本町においても、国の財政構造改革が進み、国からの交付金や補助金などの歳

入が減少するなど町財政運営は、年々きびしくなることが予想される。  
 そのため、大規模施設等の整備計画にあたっては「ハコモノ行政」などと言わ

れることがないように、住民のニーズを勘案するともに、将来の財政負担増等を

考慮し、代替施設の活用を精査するなど、町財政悪化の要因につながらないよう

慎重に進めること。  
 
（２）観光拠点づくり  
 本町では、貴重な歴史・文化・自然・街並み等の観光資源を活かした広域観光

体制の整備が計画されている。当本郷地域においては、観光スポットごとに既存

の家並み等を生かした街並み整備事業を進めているが、街中を散策しながら「見

て楽しむ」「歩いて楽しむ」魅力ある回遊的な観光地とするためにも、駐車場、

トイレなどの施設も併せた整備を進めること。  
 更に、観光や商業の活性化を図るための情報収集や発信のため、高度情報化の

推進を図ること。  
 
（３）防災体制の充実  

本町においても、地震を含めた災害に対する総合的な防災体制の充実が求めら

れている。特に、災害発生時、住民に瞬時に伝達できる防災無線設備等の整備や

避難場所に通じる重要な役割を果たす道路網の整備が急務である。  
  とりわけ、災害時の避難場所に指定されている本郷第一小学校周辺部は、道

路が狭隘のため、児童の災害防止や安全、防犯の面からも整備を図ること。  
  また、住民に対しては、災害危険箇所、浸水想定区域、避難路、避難場所な

ど防災情報の伝達に努めること。  
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（４）自立した自冶体経営の確立  
 現在は地方分権の時代といわれ、町では自らの判断と責任のもとに住民のニー

ズに適切に対応することが求められている。しかし、一方では国庫補助金・負担

金の縮減・廃止、地方交付税の縮小、財源移譲など「三位一体の改革」により町

財政事情は極めて厳しい状況にある。  
  町としては、中・長期的な財政状況を踏まえ、経費の節減合理化や自主財源

の確保・拡充、財政分析、各種事業評価や財源の重点配分など効率的な財政運

営を図ることにより、自立した自冶体経営の確立を図ること。  
 
（５）行政と住民とのパートナーシップの強化  

本町においても、地域の個性や特徴を活かし町民のニーズを反映した施策を実

行することが、今まで以上に求められてくることが予想される。  
 そのため、重要な事業の政策展開にあって政策立案時はもとより、進行管理や

検証などの全ての過程に住民が参加できるプロジェクト体制を確立し、町と住

民のパートナーシップの強化による協働のまちづくりを進めること。  
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［新鶴地域］ 

１ ８ 新 審 第 １ 号 
平成１８年２月６日  

 
会津美里町長 渡 部 英 敏 様  
 

会津美里町新鶴地域審議会長 渡 部 一 春 
 

会津美里町第一次振興計画について（答申）  
 
 平成 18年 1月 20日付け 18会美政第 35号で諮問ありましたこのことについて、
当審議会の意見は下記のとおりです。  
 

記  
 

当新鶴地域審議会は原案に同意します。  
  尚別添の意見が寄せられました。  
 
 第一次振興計画関係意見  
１ ・あいづ本郷北工業団地造成事業について  

   今高田工業団地等があって、何故売れ残った物件を売らないで  
   あいづ本郷北工業団地造するのか  
２ 農業関連団体を農協と明確に追加してほしい  

   町・村の現状評価について  
   不満の点 「働きがいのある職場」重点をおいて進めてほしい  
３ 合併してから 旧新鶴村のときは良くても合併後悪くなった  
（例：大腸がん検診 )合併後アンケート調査をして意見を反映してはどうか  

４ 合併後高田・本郷に合わせて半額 (助成金 )にされクラブ活動、県大会出場す
る自己負担が増えた。 前もって知らされればよかった。  

 ５ 重点事項については現在進んできたなかで各事項については時間がかかっ

ても実行に移ってほしい。  
 ６ IC 関係スマート IC 社会実験が恒久設置に向けて整備されるようにお願い。 
   地域にある財産資源を有効利用されたい。吹上公園一帯陸上競技利用促進  
その他  
１ カラフルなバスが誰も乗っていなくてもったいない  

 ２ 除雪の体制はどうなっているか  
 ３ 今までの体制でオペレーター  
  苦情 → 支所 → 建設課の流れで 支所は窓口受付  

   大腸がん検診の件は 新鶴の保健協力員がやりたくないのではなく  
   高田がやらないのでやめる。  
   地域の尊重、昨年までやったのが今年もあるものだと思っても、終わりの

設定をしていないので伝わらない。  
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１０．会津美里町まちづくり計画策定の経緯 

 

年 月 日 経     緯 

H15．6 まちづくり計画（新町建設計画）にかかる住民意向調査の実施

H15．7～ 住民意向調査結果を踏まえ新町将来構想の策定作業 

H15．10．1～ 将来構想・建設計画の協議（第 6 回協議会～） 

H15．11．5 新町将来構想承認 

H15.12.6～12.7 合併協議会主催の説明会(合併リレーシンポジウム)の開催 

H15.12.8～1.26 地区説明会の開催（延べ 36 箇所） 

H16．3．4 新町建設計画（素案）県事前協議 

H16．4．5 新町建設計画（素案）県事前協議に対する回答 

H16．4．20 新町建設計画（修正素案）県事前協議 

H16．5．25 新町建設計画（修正素案）県事前協議に対する回答 

H16．7．30 会津美里町まちづくり計画の承認 

H16．8．6 新町建設計画の県正式協議 

H16．8．25 新町建設計画県正式協議に対する回答 

H16．8．26 県指示事項に伴う新町建設計画の一部修正 承認 

H16.8.18～9.2 地区説明会の開催（延べ 56 箇所） 

H16．9．10 新町建設計画を総務大臣及び県知事へ送付 
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１1．町村合併に関する住民意向調査票 

 

町村合併に関する住民意向調査 

ご 協 力 の お 願 い 
こんにち、交通・情報通信網の発達、日常生活圏の拡大、少子・高齢化の進

展等を背景に、市町村に求められる行政サービスも多様化・高度化しています。

このような時代の要請に対応するため、「市町村合併」により一つの自治体と

なって意志決定、事業実施を行うことも有効な方策として考えられます。 

会津高田町・会津本郷町・新鶴村におきましても、去る３月３日に合併協議

会を設立し、２１世紀の魅力あるまちづくりにむけて協議を進めております。 

そこで、会津高田町・会津本郷町・新鶴村にお住まいの方を対象に、合併す

るとしたらどのようなまちづくりを目指すのか、そのためにはどのような事業

を行うのかといった新しいまちの将来に対するご意見やお考えを伺い、新しい

まちの将来構想・新町建設計画に反映させていきたいと考えております。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の目的、趣旨をご理解のうえ、本調査

にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

 
平成 15年６月 

会津高田町・会津本郷町・新鶴村合併協議会 
 

記入上の注意 

１．このアンケートは、世帯員どなたが記入していただいても結構です。 

２．お答えは、設問ごとに（１つに○印）、（２つまで○印）などそれぞれ指定されて

いますのでご注意ください。 

○印は、番号を囲むように濃くつけてください。（例．○1 ．） 

３．６月２９日（日）までにご記入の上、各行政区長さんへ提出してくださ

い。 

４．この調査票についてのお問い合わせは、下記にお願いします。 

会津高田町・会津本郷町・新鶴村合併協議会事務局 

ＴＥＬ   ０２４２－５５－１１９１ 
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はじめに、あなたご自身のことについておたずねします。 

 

問１ あなたご自身のことについて、それぞれの項目ごとにあてはまる番号１つに○

印をつけてください。 

 

会
津
高
田
町 

１．高田地区  ２．永井野地区 ３．旭地区  

４．藤川地区  ５．赤沢地区  ６．尾岐地区 

７．東尾岐地区  

会
津
本
郷
町 

１．本郷地区  ２．福重岡地区 ３．氷玉地区 

４．大石地区  ５．穂馬地区 
(１)あなたのお住まいは 

新
鶴
村 

１．新屋敷地区 ２．和田目地区 ３．立石田地区 

４．小沢地区  ５．沼田地区  ６．佐賀瀬川地区

７．上平地区  ８．米田地区  ９．境野地区  

10．鶴野辺地区 

(２)あなたの性別は １．男      ２．女 

(３)あなたの年齢は 

１．２０歳未満  ２．２０代    ３．３０代 

４．４０代    ５．５０代    ６．６０代 

７．７０歳以上 

(４)あなたの職業は 

１．農林業 

２．自営業（商業・工業・サービス業等） 

３．勤め人（会社員・公務員等） 

４．学生 

５．主婦 

６．無職 

７．その他 
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日 常 生 活 圏 に つ い て お た ず ね し ま す 。 

 

問２ あなたの日常生活の中で最もかかわりの多いまち・地域はどこですか。次の(1)

～(6)それぞれについてあてはまる番号１つに○印をつけてください。 

 

 会
津
高
田
町 

会
津
本
郷
町 

新
鶴
村 

北
会
津
村 

会
津
若
松
市 

会
津
坂
下
町 

郡
山
市 

そ
の
他 

就
学
・
就
労
し
て
い
な
い 

(１)通学先・勤務先 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. 9. 

(２)日用品の買物 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８.  

(３)耐久消費財（テレビ・家具など）の購入 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８.  

(４)映画・音楽などの娯楽 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８.  

(５)スポーツ・レクリエーション １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８.  

(６)病院や診療所 １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８.  

 

 

 

お住まいの町・村の現状についておたずねします。 

 

問３ あなたは、お住まいの町・村の現状をどう思いますか。下記の(1)～(21)の各

項目についてそれぞれあてはまる番号１つに○印をつけてください。 

 

 

満足 やや満足
どちらとも
いえない

やや不満 不満 

(１)自然環境の豊かさ １． ２． ３． ４． ５． 

(２)火災や災害からの安全性 １． ２． ３． ４． ５． 

(３)道路の整備状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(４)交通機関の便利さ １． ２． ３． ４． ５． 

(５)騒音・振動・悪臭等の環境 １． ２． ３． ４． ５． 

↓  次ページに続きます。  ↓ 
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満足 やや満足
どちらとも
いえない

やや不満 不満 

(６)ごみの収集・処理の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(７)下水・排水の処理状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(８)上水道の整備状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(９)公園・緑地・広場の整備状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(10)スポーツ活動や施設整備の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(11)生涯学習活動、芸術・文化活動や 
施設整備の状況 

１． ２． ３． ４． ５． 

(12)子どもの教育環境 １． ２． ３． ４． ５． 

(13)子育て支援の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(14)国内外との交流活動 １． ２． ３． ４． ５． 

(15)男女平等意識や女性の社会参画の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(16)保健･医療サービスや施設整備の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(17)福祉サービスや施設整備の状況 １． ２． ３． ４． ５． 

(18)働きがいのある職場 １． ２． ３． ４． ５． 

(19)日常の買物の便利さ １． ２． ３． ４． ５． 

(20)人情味や地域の連帯感 １． ２． ３． ４． ５． 

(21)行政情報や催事情報の提供状況 １． ２． ３． ４． ５． 
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町 村 合 併 に つ い て お た ず ね し ま す 。 

 

問４ 現在、会津高田町・会津本郷町・新鶴村で合併協議会を設置し、合併に関する

協議・検討を行っています。あなたはこのような動きについてご存じですか。（１

つに○印） 

 

１．よく知っている 

２．多少知っている 

３．知らない 

 

問５ あなたは、このような動きにどの程度関心がありますか。（１つに○印） 

 

１．非常に関心がある 

２．多少関心がある 

３．あまり関心がない 

４．全く関心がない 

 

問６ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどのような効

果を期待しますか。（２つまで○印） 

 

１．他の自治体にあった保育所や文化・体育施設が自由に使えるようになる 

２．各種の行政サービスが充実され、将来も安定的に提供できる 

３．専門的・高度な能力を持った職員を確保・育成できる 

４．行政事務の効率化により経費削減につながる 

５．道路・公共施設整備や土地利用など、広域的な視点からのまちづくりが行える 

６．観光などの産業振興に広域的に取り組める 

７．重点的な投資が可能となり、魅力的な事業に取り組める 

８．「まち」のイメージが良くなり、知名度が上がる 

９．その他（具体的に：                         ） 

10．わからない 
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問７ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどのようなこ

とが心配ですか。（２つまで○印） 

 

１．行政組織の拡大に伴い住民の意見が反映されにくくなる 

２．行政区域が広がり、きめ細かな行政サービスが難しくなる 

３．行政区域の広がりによって公共投資が分散され、まちづくりが遅れる 

４．公共投資の増大によって財政が悪化する 

５．公共料金など住民負担が増加する 

６．地域格差（中心部と周辺部）が生じる 

７．役場への距離が遠くなり、不便になる 

８．地域の伝統、文化など個性や特徴が失われる 

９．地域の連帯感、コミュニティが弱くなる 

10．その他（具体的に：                   ） 

1１．わからない 

 

問８ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、将来的にどのようなま

ちになっていけばよいと思いますか。 

（２つまで○印） 

 

１．農林業と調和した、自然環境を大切にするまち 

２．史跡や文化財、伝統などを大切にするまち 

３．道路、公園、上下水道などの生活環境が整ったまち 

４．医療体制が充実し高齢者や障害者などすべての人が安心して暮らせる福祉のまち

５．地域活動が盛んなふれあいのまち 

６．芸術や教育が充実した文化の香りがあるまち 

７．事故や災害のない安全なまち 

８．ごみや公害のない清潔・快適なまち 

９．スポーツに親しみ、健康増進を推進する健やかなまち 

10．街並みの美しい景観の優れたまち 

11．活力に満ちた産業のまち 

12．その他（具体的に：                        ） 
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問９ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどの施策を重

点的に進めてほしいと思いますか。（５つまで○印） 

 

１．道路の整備（舗装、拡幅、歩道設置、基幹道路の整備促進等） 

２．交通の便の充実（鉄道・バス路線等の充実促進） 

３．上水道施設の整備 

４．下水道・排水処理施設の整備 

５．ごみ処理体制・リサイクル体制や施設の整備充実 

６．住民のいこいの場の整備充実（公園、緑地、水辺等） 

７．自然環境保護や河川の浄化、公害防止等の環境保全施策の推進 

８．保健・医療対策の充実（病院の整備や救急医療体制の充実） 

９．福祉対策の充実（高齢者福祉、障害者福祉等） 

10．子育て支援施策や児童のための施設（保育所や児童館等）の整備充実 

11．学校教育施設の充実（施設整備含む） 

12．生涯学習、文化・スポーツ振興施策や施設の整備充実 

13．若者の定住化促進（公営住宅の整備、ＵＩＪターンの推進など） 

14．農林業の振興（担い手育成、経営支援等） 

15．商工業の振興（既存企業の活性化支援等） 

16．雇用の場の確保 

17．観光・レクリエーションの開発・振興 

18．地域情報化施策の推進（インターネットの活用等） 

19．計画的な土地利用の推進（都市計画など） 

20．地区コミュニティ施設の充実や地域活動の促進 

21．男女共同参画社会づくりの推進 

22．地域のイメージアップ 

23．その他（具体的に：                   ） 

 
○ 上記の問と関連して、優先的に取り組んでほしい施策、整備してほしい施設

等があれば具体的にご記入ください。 
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◎ 最後に、会津高田町・会津本郷町・新鶴村の将来についての夢やアイデア、ご提

案がありましたらお聞かせください。 

 

自由意見欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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１2．「町村合併に関する住民意向調査」結果 

 

 

 

 

 

 

 

   

町町町村村村合合合併併併ににに関関関すすするるる住住住民民民意意意向向向調調調査査査   

結結結   果果果   報報報   告告告   書書書   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成15年１０月 

 

会津高田町・会津本郷町・新鶴村合併協議会 
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（１）調査目的 

本調査は、会津高田町・会津本郷町・新鶴村の住民の日常生活行動、町村合併への関心や将来像

についての意向等を把握し、将来構想・新町建設計画策定に向けた検討資料を得るとことを目的に

実施したものです。 

（２）調査対象及び調査方法 

調査対象  会津高田町・会津本郷町・新鶴村の全世帯 

配布数  ７，２８４ 

調査方法  留置法（自治会組織を通じての配布・回収） 

調査時期  平成 15年６月 

（３）配布数及び回収結果 

町 村 名 配布数（票） 総回収数（票） 総回収率（％） 有効回答数（票） 有効回答率（％）

会津高田町 4,213   3,333 79.1 3,254 77.2 

会津本郷町 2,069  1,318 63.7 1,267 61.2 

新 鶴 村 1,002  795 79.3 771 76.9 

居住町村不明 -  - - 62 - 

合   計 7,284  5,446 74.8 5,354 73.5 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

「町村合併に関する住民意向調査」結果 

アンケートに回答していただいた方について 

① 居住町村 

② 性  別 

③ 年  齢 

④ 職  業 

60.8 23.7 14.4 

1.2 

会津高田町 会津本郷町 新鶴村 無回答 
ｎ 

5354 全体 

64.9 33.2 

1.8 

男 女 無回答 
ｎ 

5354 全体 

2.3 

7.0 21.4 26.5 21.8 19.5 
1.4 

10-20 
代 

30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以 
上 

無回答 
ｎ 
5354 全体 

14.6 12.5 35.9 
0.2 
9.5 22.4 

3.3 1.6 

農林 
業 

自営業 勤め人 学生 主婦 無職 その他 無回答 
ｎ 
5354 全体 
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問２ あなたの日常生活の中で最もかかわりの多いまち・地域はどこですか。 

▼ 

 ③耐久消費財の購入、④映画・音楽などの娯楽をはじめ、会津若松市での行

動が多くなっています。一方、①通学先・勤務先、②日用品の買物、⑤スポー

ツ・レクリエーションでは自町村内での行動が多くみられます。また、新鶴村

では②日用品の買物や⑥病院や診療所で会津坂下町での行動がみられます。 

 
① 通学先・勤務先              ② 日用品の買物 

 

 

会津高田町 

会津本郷町 

新鶴村 
会津若松市

33.3％ 

20.4％ 
20.3％ 

28.9％

27.0％ 

17.4％ 

会津高田町

会津本郷町 

新鶴村 
会津若松市 

会津坂下町 

61.4％ 

28.2％ 33.8％ 

56.4％ 

23.0％ 

44.1％

19.3％ 

１ 日常生活圏について 

10％～30％未満

30％～50％未満 

50％以上

※10％以上を地図に載せています 
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③ 耐久消費財の購入             ④ 映画・音楽などの娯楽 

 

 

 

⑤ スポーツ・レクリエーション           ⑥ 病院や診療所 

 

 

 

会津高田町 

会津本郷町 

 
会津若松市 

17.8％ 

65.6％ 

80.3％ 

65.1％ 

12.2％ 

会津高田町 

会津本郷町 

新鶴村 

66.5％ 

60.3％ 

57.1％ 

会津若松市 

会津高田町 

会津本郷町

新鶴村
会津若松市

会津坂下町 

48.9％ 

24.1％ 

66.2％ 

16.1％ 

37.7％ 

45.8％ 

会津高田町 

会津本郷町 

新鶴村 

会津若松市 

24.3％ 

38.4％ 

27.5％ 

32.1％ 

25.1％ 

30.7％ 

その他 

12.6％ 

10.8％ 

12.7％ 

  新鶴村 
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問３ あなたは、お住まいの町・村の現状をどう思いますか。 

▼ 
満足度の最も高い項目は「自然環境の豊かさ」。次いで「ごみの収集・処理の状況」

「火災や災害からの安全性」の順となっています。一方、満足度が最も低い項目は

「働きがいのある職場」。次いで「下水・排水の処理状況」、「交通機関の便利さ」の

順となっています。 

 

 

 

２ 町・村の現状評価について 

※上記の点数は、それぞれの項目について「満足」と回答した回答者数に10点、「やや満足」に５点、「ど

ちらともいえない」に 0 点、「やや不満」に－５点、「不満」に－10 点をかけた合計を回答者数で割っ

た数字です。 

※評価点（満足度）は、10点に近いほど評価は高くなり、－10点に近いほど評価が低いことを示してい

ます。 

5.55 

3.19 

1.10 

-1.11 

2.39 

3.83 

-1.47 

2.64 

1.89 

0.62 

0.19 

1.13 

0.05 

-0.65 

-0.19 

-0.47 

0.62 

-3.61 

-0.97 

1.77 

0.51 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

満 足 

不 満 

自然環境の豊かさ 

火災や災害からの安全性 

交通機関の便利さ 

道路の整備状況 

騒音・振動・悪臭等の環境 

公園・緑地・広場の整備状況 

生涯学習、芸術・文化活動や施設整備 
の状況 

スポーツ活動や施設整備の状況 

子どもの教育環境 

男女平等意識や女性の社会参画の状況 

国内外との交流活動 

保健・医療サービスや施設整備の状況 

福祉サービスや施設整備の状況 

ごみの収集・処理の状況 

下水・排水の処理状況 

上水道の整備状況 

日常の買物の便利さ 

人情味や地域の連帯感 

行政情報や催事情報の提供状況 

働きがいのある職場 

子育て支援の状況 
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現状評価を％で表すと・・・

36.6 36.3 15.0 7.3 

20.2 32.0 25.9 7.9 10.4 

14.2 29.9 18.3 17.9 10.3 9.5 

9.6 20.4 19.6 21.1 19.3 9.9 

20.5 28.1 21.8 12.5 10.3 

24.3 39.1 16.6 9.3 

7.8 15.3 28.2 18.9 19.2 10.5 

20.4 26.4 26.5 7.6 12.4 

15.4 29.7 24.7 11.6 7.6 11.0 

9.7 22.6 32.6 13.8 8.6 12.7 

18.7 39.5 13.4 8.1 13.2 

8.5 24.9 35.4 11.8 14.1 

16.0 42.4 13.3 16.2 

7.4 56.0 10.0 16.7 

11.7 51.4 11.7 15.4 

20.7 31.1 20.2 10.5 11.3 

7.6 23.6 35.9 13.9 12.0 

28.2 20.0 26.0 16.6 

7.2 22.9 22.5 21.3 16.8 9.3 

10.7 30.7 33.2 9.1 10.6 

22.5 39.4 12.7 7.2 11.3 

満足 やや満足 どちらとも 
いえない 

やや不満 不満 無回答 

ｎ 
5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

5354 

自然環境の豊かさ 

火災や災害からの安全性 

道路の整備状況 

交通機関の便利さ 

騒音・振動・悪臭等の環境 

ごみの収集・処理の状況 

下水・排水の処理状況 

上水道の整備状況 

公園・緑地・広場の整備状況 

スポーツ活動や施設整備の状況 

生涯学習、芸術・文化活動や施設整備 
の状況 

子どもの教育環境 

子育て支援の状況 

国内外との交流活動 

男女平等意識や女性の社会参画の状況 

保健・医療サービスや施設整備の状況 

福祉サービスや施設整備の状況 

働きがいのある職場 

日常の買物の便利さ 

人情味や地域の連帯感 

行政情報や催事情報の提供状況 

2.6 
6.6 

5.7 

6.9 

3.1 1.7 

3.6 

6.8 

3.6 
7.1 

6.7 

7.1 

5.3 

5.6 6.5 
2.9 

7.0 

4.1 
5.7 

6.2 

7.0 
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問４ 現在、会津高田町・会津本郷町・新鶴村で合併協議会を設置し、合併に関する協議・検
討を行っています。あなたはこのような動きについてご存じですか。 

▼ 
「よく知っている」と「多少知っている」をあわせた 90.4％の方が“知っている”

と回答しています。 

 

 

 

 

 

問５ あなたは、このような動きにどの程度関心がありますか。 

▼ 
合併協議について「非常に関心がある」と「多少関心がある」をあわせた 75.6％

の方が合併協議に“関心がある”と回答しています。 

 

 

 

 

 

問６ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどのような効果を期待し
ますか。【複数回答】 

▼ 
「行政事務の効率化による経費削減」が他を大きく引き離して第１位となっています。 

 

３ 町村の合併について 

31.4 59.0 8.4 

よく知ってい 
る 

多少知ってい 
る 

知らない 無回答 
ｎ 
5354 全体 

1.1 

26.7 48.9 19.9 

非常に関 
心がある 

多少関心 
がある 

あまり関 
心がない 

全く関心 
がない 

無回答 

ｎ 
5354 全体 

3.2 1.4 

42.2 

24.0 

18.1 

14.8 

14.3 

12.2 

11.3 

7.0 

6.9 

5.9 

0 10 20 30 40 50 

行政事務の効率化による経費削減 

各種行政サービスの充実と安定的な提供 

観光などの産業振興への広域的な取り組み 

わからない 

専門的・高度な能力を持った職員の確保・育成 

他の自治体にある施設の利用 

「まち」のイメージ・知名度の向上 

重点的な投資による魅力的な事業への取り組み 

その他 

    n=5354 

道路・公共施設整備など広域的な視点からのまちづくり 
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問７ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどのようなことが心配
ですか。【複数回答】 

▼ 
「きめ細かな行政サービスが難しくなる」が第１位。次いで「住民の意見が反映

されにくくなる」、「公共料金など住民負担が増加する」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、将来的にどのようなまちになって
いけばよいと思いますか。【複数回答】 

▼ 
「安心して暮らせる福祉のまち」が他を大きく引き離して第１位。次いで「生活

環境が整ったまち」、「自然環境を大切にするまち」の順となっています。 

  

33.6 

27.9 

26.3 

19.6 

17.5 

14.0 

10.2 

8.2 

7.7 

5.8 

3.1 

0 10 20 30 40 

きめ細かな行政サービスが難しくなる 

住民の意見が反映されにくくなる 

公共料金など住民負担が増加する 

地域格差（中心部と周辺部）が生じる 

役場が遠くなり不便になる 

公共投資の増大によって財政が悪化する 

公共投資が分散され、まちづくりが遅れる 

地域の伝統、文化など個性や特徴が失われる 

地域の連帯感、コミュニティが弱くなる 

わからない 

その他 

   n=5354 

51.9 

23.4 

22.6 

17.2 

14.6 

13.5 

11.6 

8.7 

6.2 

5.8 

3.7 

2.7 

0 10 20 30 40 50 60 

安心して暮らせる福祉のまち 

生活環境が整ったまち 

自然環境を大切にするまち 

産業のまち 

安全なまち 

伝統などを大切にするまち 

清潔・快適なまち 

地域活動が盛んなふれあいのまち 

文化の香りのあるまち 

景観の優れたまち 

健康増進を推進する健やかなまち 

その他 

   n=5354 
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問９ 会津高田町・会津本郷町・新鶴村が合併するとしたら、あなたはどの施策を重点的に進め
てほしいと思いますか。【複数回答】 

▼ 

45.8 

43.2 

37.0 

33.5 

30.7 

27.0 

26.8 

20.8 

18.8 

17.4 

15.1 

13.1 

12.5 

11.0 

10.3 

9.9 

9.2 

7.5 

6.3 

5.0 

4.8 

3.6 

2.1 

0 10 20 30 40 50 60 

保健・医療対策の充実 

雇用の場の確保 

福祉対策の充実 

若者の定住化促進 

下水道・排水処理施設の整備 

交通の便の充実 

道路の整備 

自然環境保護や環境保全施策の推進 

ごみ処理・ﾘｻｲｸﾙ体制の整備充実 

子育て支援や児童施設の充実 

農林業の振興 

学校教育施設の充実 

住民の憩いの場の整備充実 

計画的な土地利用の推進 

商工業の振興 

生涯学習などの振興や施設の充実 

観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの開発・振興 

地域のイメージアップ 

上水道施設の整備 

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設や活動の充実・促進 

男女共同参画社会づくりの推進 

地域情報化施策の推進 

その他 

    n=5354 

「保健・医療対策の充実」および「雇用の場の確保」が上位を占め、以下、「福祉対策の充

実」、「若者の定住化促進」、「下水道・排水処理施設の整備」、「交通の便の充実」、「道路の

整備」などの順となっています。 
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▼ 

 

 

問９の選択肢 意見数 
１．道路の整備（舗装、拡幅、歩道設置、基幹道路の整備促進等） 65 

２．交通の便の充実（鉄道・バス路線等の充実促進） 31 

３．上水道施設の整備 6 

４．下水道・排水処理施設の整備 59 

５．ごみ処理体制・リサイクル体制や施設の整備充実 16 

６．住民のいこいの場の整備充実（公園、緑地、水辺等） 17 

７．自然環境保護や河川の浄化、公害防止等の環境保全施策の推進 16 

８．保健・医療対策の充実（病院の整備や救急医療体制の充実） 28 

９．福祉対策の充実（高齢者福祉、障害者福祉等） 43 

10．子育て支援施策や児童のための施設（保育所や児童館等）の整備充実 30 

11．学校教育施設の充実（施設整備含む） 24 

12．生涯学習、文化・スポーツ振興施策や施設の整備充実 48 

13．若者の定住化促進（公営住宅の整備、ＵＩＪターンの推進など） 24 

14．農林業の振興（担い手育成、経営支援等） 17 

15．商工業の振興（既存企業の活性化支援等） 28 

16．雇用の場の確保 64 

17．観光・レクリエーションの開発・振興 29 

18．地域情報化施策の推進（インターネットの活用等） 9 

19．計画的な土地利用の推進（都市計画など） 8 

20．地区コミュニティ施設の充実や地域活動の促進 2 

21．男女共同参画社会づくりの推進 2 

22．地域のイメージアップ 1 

23．その他 198 

集約した意見を、問９の選択肢の区分で分類すると以下の表の通りとなり、その傾向をみ

ると「23．その他」以外では「１．道路の整備」に関する意見が 65 件で最も多く、次いで

「雇用の場の確保」(64 件)、「４．下水道・排水処理施設の整備」(59 件)などとなってい

ます。 

また、「23．その他」(198 件)に分類される意見の傾向をみると、“すみよいまちづくり

を”といったまちづくりに関する意見が 24 件、“財政の健全化”などといった行財政に関

する意見が 22 件、行政職員に関する意見が 21件、合併についての情報提供を求める意見

が 15 件などとなっています。 

○ 上記の問と関連して、優先的に取り組んでほしい施策、整備してほしい施設等があれば具体的
にご記入ください。【自由記述】 
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◎ 最後に、会津高田町・会津本郷町・新鶴村の将来についての夢やアイデア、ご提案があり
ましたらお聞かせください。 

 

自由意見欄に意見等を記入した人は639人（居住町村不明者含む）と、有効回答者（5,354人）

に対する記入率は11.9％でした。これらの自由記述された要望や意見を集約すると記入された意見

は全1,023件となります。 

集約した意見を、「生活環境・基盤分野」、「教育・文化・スポーツ分野」、「保健・医療・福祉分野」、「産

業分野」、「行財政・その他分野」、「合併について」という６つの分野で区分し、各分野の代表的な意見を

ご紹介します。 

 

全体（1,023 件） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 自由意見 

生活環境・基盤分野：83件 

教育・文化・スポーツ分野：38 件 

保健・医療・福祉分野：38 件 

産業分野：155 件 

行財政・その他分野：293 件 

合併について：416 件 

・自然環境の保護 

・３町村を結ぶ交通機関の整備 

・新鶴ＩＣの整備 

・複合文化施設の整備 

・温泉プールをつくってほしい 

・各町村の行事をなくさないでほしい 

・子育て支援制度の充実 

・福祉の充実 

・医療機関の整備 

・若者の雇用の確保 

・３町村一体となった観光ルートの開発 

・商店街の活性化 

・職員数の削減 

・財政の健全化 

・若者に魅力のあるまちづくりを 

・合併の枠組みを再検討できないのか 

・合併してよかったと思えるようにしてほしい 

・住民主体の合併協議をしてほしい 
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会津高田町・会津本郷町・新鶴村合併協議会 

 

今回皆様に送付した「町村合併に関する住民意向調査結果報告書《ダイジ

ェスト版》」は、結果報告書を簡略にまとめたものです。詳しく内容を知り

たい方については、合併協議会事務局または、各町村の総務課に閲覧用の結

果報告書を準備しておきますので、ぜひご覧ください。 

なお、皆様からいただいた意見等は、あたらしい町の将来構想や建設計画

を策定していく中で活かしていきたいと考えています。 
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